
意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
県政推進の基本姿勢について
０１　 県政の推進にあたっては、平和と人権・民主主義を基本
理念とした日本国憲法を守り、県民総参加のもとで自治意識の
高揚をはかり、公平・公正の政治姿勢で行うこと。

　県政の推進にあたっては、県民意識調査、政策評価の結果のほか、
県政懇談会での意見や社会情勢も踏まえるなど、総合的な判断により
施策の重点化を行っています。
　また、若者や女性を含む県民、企業、ＮＰＯ、民間団体、行政といった
地域の総力を結集することにより、地域の価値を高めていく地域経営
の視点を強く意識しながら取り組んでいくこととしています。

０１‐２
秘書広報
室

秘書課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

県政推進の基本姿勢について
０２　地方交付税制度の財源保障機能と財政調整機能を維持
し、自治体の安定的な財政運営に必要な地方交付税の増額を
国に強く求めること。また、補助金を地方税・地方交付税へ組み
換えるなど、国と地方の税源配分割合の５対５の実現に向け、
地方自治体への財源移譲を図り「歳入の自治」確立を求めるこ
と。

　地方公共団体が、安定的な財政運営を行っていくためには、地方税・
地方交付税を含めた一般財源の確保が何よりも重要であり、県では、
これまで機会を捉えて地方一般財源総額の確保を国に要望してきたと
ころです。今後においても、地方団体固有の財源として地方交付税の
所要額の確保に加え、その機能の維持について国に対し強く要望して
いきます。

０２‐２
政策地域
部

市町村課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
０３　県が業務委託する事業所に対し、労働条件が法定基準を
下回らないよう指導を強化すること。また、全国でも導入が進め
られている「岩手県公契約条例（仮称）」を制定すること。

　公共工事をはじめとする公共サービスの履行にあたっては、従事する
労働者の賃金を含む労働条件について、適正な水準が確保されること
は重要と認識しています。
　県では、昨年５月、庁内に検討チームを設置し、論点整理や条例制定
済み自治体からの聴き取り調査を行うとともに、県内の労使関係団体
や岩手労働局との意見交換を行ってきたところです。
　今後は、条例制定済み自治体における条例制定の効果や影響等に
ついての調査のほか、引き続き、労使関係団体等と意見交換を重ねて
いくとともに、来年の２月県議会定例会での提案を一つの目途として、
条例の制定に向けて準備を進めていきたいと考えています。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
０４　循環型社会の形成に向けて、引き続き、廃棄物の排出を
抑制するための「排出者責任」や「拡大生産者責任」の徹底・強
化を国に働きかけ、自治体による焼却重視や埋め立て処分な
どの自然破壊、健康破壊に繋がる「ゴミ行政」の転換を全国自
治体の先頭に立って取り組むこと。

　廃棄物の発生抑制に係る「排出者責任」や「拡大生産者責任」につい
ては、これまで国に対して働きかけを行ってきましたが、これからも必要
な働きかけを継続していきます。
　また、循環型社会の形成に向けて、「岩手県循環型社会形成推進計
画」に基づき、ごみ排出量等について、全国的にも高い目標値を定め、
ごみ減量化をはじめとする３Ｒの取組を促進しているほか、「循環型社
会の形成に関する条例」等により、産業廃棄物の発生抑制やリサイク
ル等に取り組んでいます。

０３　環境
生活部

資源循環
推進課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
県政推進の基本姿勢について
０５-01　依然として厳しい経済雇用状況にあるなか、地域間格
差・所得格差解消に努め、雇用確保対策を中心に据えて、地
場・地域産業の振興が図られるよう努めること。

雇用の確保については、地場産業の労働力確保が重要と考え、特に
水産加工業については、事業者や関係機関と意見交換を実施し、工場
見学会や面接会によるマッチング支援などに取り組んできたところで
す。
　今後も岩手労働局をはじめ関係機関と連携し、産業振興施策や事業
復興型雇用創出事業などを活用しながら、地場産業の雇用の確保が
着実に進むよう対応していきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
０５-02　障がい者の法定雇用率の達成を図るよう関係機関の
指導に努めること。

　障がい者の法定雇用率を達成していない企業に対する指導について
は、岩手労働局が各企業の阻害要因等を踏まえた指導及び支援を実
施しています。
　県としても、平成25年４月１日から法定雇用率が引き上げになったこ
とに伴い、例年、障害者雇用支援月間（９月）中に実施していた関係団
体や事業所への雇用要請を、平成25年度は６月に前倒しして実施しま
した。その後も広域振興局等に配置している就業支援員が各企業を訪
問し、障がい者雇用に対する理解と協力を求めています。
　また、平成25年度から、障がい者雇用職場見学会を岩手労働局等と
の共催により実施し、障がい者雇用に関する疑問点や不安感等の払
拭に努めています。
　平成26年度におきましても、岩手労働局等関係機関と連携し、企業等
に対する意識啓発の強化に努めていきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
０５-03　岩手県の基幹産業である農林水産業の振興策を強化
し、安全な食糧供給体制の確保を図り、後継者の育成に努める
とともに、中山間地域農業を守り、販路の拡大と価格の安定対
策に努めること。

　農林水産業の振興について、県では「いわて県民計画」に掲げるとお
り、意欲と能力を持った経営体の育成や生産性・市場性の高い産地の
形成、農林水産物の高付加価値化や販路拡大などに取り組み、「食と
緑の創造県いわて」の実現に向け、今後も計画の実践と県の施策によ
る支援を進めていきます。
　現在、県内全域で進めている「地域農業マスタープラン」では、担い手
への農地集積を促進する一方で、小規模農家も参画した集落営農や
園芸作物の産地づくり、地域の多彩な資源を活用した加工・販売など
の取組を推進することとしており、今後も、生産者や消費者がその豊か
さや恵みを実現できる農業・農村の実現を目指していきたいと考えてい
ます。

０６　農林
水産部

農林水産
企画室、農
業振興課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
県政推進の基本姿勢について
０６　環境に優しい再生可能エネルギーの導入と開発を積極的
に進めること。また、原子力発電所の建設は将来にわたって行
わないこと。本県へ多大な影響が懸念される「六ヶ所村核燃料
再処理工場」は、度重なる事故等からも明らかなように、極めて
危険性の高い施設であり、本格稼働させないよう関係機関に働
きかけること。

　再生可能エネルギーは地産地消のエネルギー自給率の向上はもとよ
り、地球温暖化防止や防災のまちづくり、地域振興など多面的な効果を
もたらすものと認識しており、再生可能エネルギーによる電力自給率
を、平成32年度までに現状の２倍とする目標の達成に向け、導入を推
進しているところです。 　また、本県においては、原子力発電所の誘致
はしないこと、県としてのエネルギー政策は、今後一層、再生可能エネ
ルギーの積極的な導入に取り組んでいくという方向です。
　なお、六ヶ所村の再処理工場については、国が安全性を審査し、設計
認可等するとともに、現在、新規制基準に基づく安全審査を行ってお
り、その安全性については、国及び事業者の責任において確保される
べきものと考えています。

０３　環境
生活部

環境生活
企画室 環
境保全課

Ｓ　その
他

県政推進の基本姿勢について
０７-01　高齢化社会に対応するため､保健・医療・福祉施策の
連携を更に強化すること。

　県では、平成37(2025)年度までに市町村が地域包括ケアシステムを
構築できるよう、支援の取組を進めております。その一環として、医療
や介護など多職種協働により個別事案や地域課題等を話し合う「地域
ケア会議」へのアドバイザー派遣や、要介護高齢者が退院する際に病
院とケアマネージャーが情報を共有し、切れ目のないサービスを提供
する体制の構築など、医療と介護の連携を促進するための支援策を今
後進めていくこととしています。

０４　保健
福祉部

長寿社会
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

県政推進の基本姿勢について
０７-02　「介護保険制度」はこれまでの見直しによって、要介護
度の認定などで問題が生じており、入所施設整備の遅れで「介
護難民・医療難民」と呼ばれる待機者も増加していることから、
市町村や介護事業者との連携を強めて高齢者が安心して暮ら
せる施策を推進すること。

 本県の特別養護老人ホームの入所待機者は、平成25年３月末時点
で、早期入所が必要と判断される在宅の方が1233人となっております
が、第5期介護保険事業計画期間中の特養開設が852床あり、この他
認知症高齢者グループホームの開設が計画されていることから、一定
の対応は可能になるものと考えています。
　各保険者においても、待機者に対し、当面、ショートステイや居宅サー
ビスの組合せ利用により、在宅での介護負担の軽減を図りながら入所
調整を進めることとしております。また今後は、施設整備と併せ、地域
包括ケアシステムの構築による在宅介護の充実を進めていくこととして
いることから、県としてはこのような取組を積極的に支援し、高齢者が
住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境の整備に努めてい
きます。

０４　保健
福祉部

保健福祉
部長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
県政推進の基本姿勢について
０９-01　安心して子どもを生み育てる環境整備に努めること。

　本県の合計特殊出生率は、平成24年は前年より0.03ポイント増加し、
1.44となりましたが、出生数は依然として減少傾向にあり、厳しい状況
にあります。このような状況を踏まえ、県では、次世代育成支援対策推
進法に基づく「いわて子どもプラン」（計画期間：平成22年度から26年
度）を策定し、「男女がともに家庭や子育てに夢をもち、次代を担う子ど
も達が健やかに育つ環境づくり」という基本方針のもと、「若者が家庭や
子育てに夢を持てる環境の整備」「子育て家庭の支援」「子どもの健全
育成の支援」を推進しています。 　平成26年度以降は子ども・子育て支
援事業支援計画策定と併せて計画策定をし、引き続き、仕事と子育て
の両立ができるよう支援に向けて取り組んでいくこととしています。

０４　保健
福祉部

児童家庭
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
０９-02　小児医療体制整備の充実を含む子育て支援を推進し、
県立病院における産科・婦人科・小児科をはじめ医師の招聘に
努めること。

　県立病院における産婦人科及び小児科の医師については、派遣元
の大学においても医師の絶対数が不足しており、必要とされる全県立
病院へ常勤医師を配置することは非常に厳しい状況ですが、引き続
き、即戦力医師の招聘活動、関係大学へ医師の派遣を強く要請してい
くほか、圏域を越えた診療連携、平成28年度以降に本格化する奨学金
養成医師の効果的な配置等に努めていきます。

１１　医療
局

医師支援
推進室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
１０-01　教育行政の推進にあたっては、「仲間のいる楽しい学
校」と「ゆとりと真の学力」を実現する教育環境の整備に努める
とともに、教職員の自主的な研修・研究を保障し、教職員と児童
生徒の心が通いあうように進めること。

　教員及び児童生徒にとってゆとりのある教育環境をつくっていくため
には、教職員の健康管理と過重な労働負担を強いない職場環境の整
備が重要と考えており、県立学校においては平成24年度から「勤務時
間外状況記録簿」を導入し、教職員の時間外勤務等の状況を把握した
うえで、仕事をしやすい環境整備に努めています。また、市町村立の小
中学校についても、県立学校と同様の取組を検討するよう、市町村教
育委員会に対して依頼しているところです。 　さらに、各学校が地域や
子どもの実態に即した創意工夫ある教育活動を行えるよう、引き続き学
校経営の裁量拡大に向けた取組を進めていきます。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
１０-02　少人数学級（30人以下学級）については、早期に全て
の学年での実現を目指すこと。

　本県においては、35人以下学級について、平成18年度から小学校１
年生、平成19年度から小学校２年生、平成24年度からは中学校１年生
まで拡充して実施しているところです。さらに、平成25年度からは小学
校３年生まで拡充し、平成26年度には小学校４年生まで拡充して実施
する予定です。これを他の学年に拡充していくためには、国の中・長期
的な定数改善計画の策定が必要不可欠であり、定数改善計画の策定
について、国に対して引き続き要望していきます。現行の制度において
30人学級を実施するには、県独自で多額の予算が必要となるため、財
政上難しい状況にあります。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
県政推進の基本姿勢について
１１　ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉参加は、県内の地域
経済と県民生活に甚大な影響を与えることから、その影響の
シュミレーションや問題点を明らかにし、交渉からの撤退の立場
で国や関係機関に働きかけること。

　ＴＰＰ協定は、本県の基幹産業である農林水産業のみならず、投資、
医療、労働、政府調達など、国民生活や経済活動の幅広い分野に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。 　交渉内容の詳細について
は公表されていないものの、ＴＰＰ協定により本県農林水産物が受ける
影響額を一定の条件の下に試算すると、生産減少額は1,015億円と県
内の農林水産物の約３割に相当しており、これを岩手県産業連関表に
より他の産業に与える影響額まで推計すると1,438億円となっていま
す。
　そのため、交渉を行う政府は、拙速に走ることなく、十分な情報提供と
説明を行い、国民的議論を尽くしたうえで、慎重に判断し、地方の経済
活動や国民生活に影響が生じると見込まれる場合には、交渉からの撤
退も含め、断固たる姿勢で臨んでもらいたいと考えています。
　政府に対しては、これまでも機会があるごとに本県の考えを要望して
きたところですが、今後ともあらゆる機会を捉えて要望等を行っていき
ます。

０２‐２
政策地域
部

政策推進
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

県政推進の基本姿勢について
１２　これまで進められた「小さな政府論」により、地方行政が果
たす役割の後退や縮減を検証し、復旧・復興と県民の安全や公
共福祉の向上を推し進めるため、県政組織機構と職員体制の
増員と充実を図ること。特に、保健・福祉・医療関係職員と被災
沿岸部の職員を増員すること。

　県ではこれまで、厳しい行財政状況を踏まえ、持続可能な行財政構
造の構築に向け、職員数の削減など総人件費の抑制に計画的に取り
組む必要があったところです。
　このような中で、東日本大震災津波という大災害が発生しましたが、
震災からの復興に最重点で取り組むこととし、「復興局」の設置をはじ
め、必要な組織体制の構築を図り、職員体制についても、平成25年度
の知事部局職員数は、震災対応前の平成23年度当初の職員数に比
べ、339人増と強化を図ってきました。
　増員した職員の多くは、沿岸広域振興局及び県北広域振興局に配置
しているところです。また、被災者や被災児童に対するきめ細かいケア
活動を実施するため、沿岸部の広域振興局や児童相談所に保健師や
児童心理司等の専門職員の増員を図っています。

０８　総務
部

人事課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
県政推進の基本姿勢について
１３　競馬組合事業は依然として厳しい環境にあり、存廃のいず
れにおいても大きな財政負担と地域経済への影響が伴うことか
ら、県民の理解を得られる観点から今後のあり方を検討し、引
き続き、経営再建と健全化に努力すること。

  岩手競馬は、「新たな赤字を発生させず、県民・市民の負担を増やさ
ない」との基本的な考え方の下、「毎年度の収支均衡」を条件に事業を
運営しており、平成19年度から６年連続して収支均衡を達成していま
す。
　また、東日本大震災津波により発売施設が甚大な被害を受けました
が、国をはじめ、全国の競馬関係団体からの格別の御支援・御協力に
より、競馬事業の継続が可能となったところです。
　現在、競馬組合では、平成23年８月に策定した「事業収支改善計画」
に基づき、引き続き、低コスト経営体質への構造転換や発売体制の充
実強化に取り組んでいくこととしていますので、構成団体としても、それ
らが実現するよう支援していきます。

０６　農林
水産部

競馬改革
推進室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

県政推進の基本姿勢について
１４-1　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、放射能物
質拡散による汚染問題に対して、調査事業、除染対策をはじ
め、県民生活及び産業経済活動全てに及ぶ被災と風評を含む
被害実態を掌握し、損害賠償責任について国及び東京電力に
対して毅然と対応すること。

　原子力発電所事故による放射性物質を原因とする被害については、
一義的に事故の原因者である東京電力が責任を負うべきものであり、
東京電力に対し、広く責任を認め風評被害を含む全ての損害につい
て、被害が発生する限り責任をもって賠償等を行うよう強く求めるととも
に、国に対しても、県及び市町村の負担とならないよう全面的な対応を
講じるよう求めていきます。

０８　総務
部

総務室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

県政推進の基本姿勢について
１４-2　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、放射能物
質拡散による汚染問題に対して、放射能物質汚染排水問題は
三陸海岸への甚大な被害ともなることから、万全な流失防止対
策を求めること。

　原子力発電所の事故による汚染水については、国及び事業者が対
策を講じています。これまでの海洋モニタリングの結果では、本県沿岸
海域については影響がないことが確認されています。 ０３　環境

生活部
環境保全
課

Ｓ　その
他

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　①　復旧・復興の進捗状況は、被災地（市町村）の被災状況や
まちづくり事業等によって異なり、また、被災者の住まいと生業
の再建も、被災地の復旧・復興まちづくり等によって大きく影響
されることから、国や岩手県の支援制度については、被災地や
被災者の実態、実情に合わせ、必要な時に必要な支援を受け
ることができるよう、制度の運用や実施を行うこと。

　県としては、今般の大震災のような広域災害においては、本来国にお
いて住宅再建が十分に図られるよう制度設計を行うべきと考え、国に
対し、被災者生活再建支援制度の拡充を繰り返し要望してきたところで
すが、その見直しが進んでいない状況にあるため、限られた財源の中
で、「被災者住宅再建支援事業」を市町村と共同で実施してきたところ
です。
　今後とも、被災者生活再建支援制度の増額と、震災復興特別交付税
などの地方財政措置による支援の拡大を引き続き、国に対して、強く要
望して参ります。
　なお、申請期日については、今後、住宅再建の進捗状況等を踏まえ、
各市町村の意向を確認しながら、適時に再延長について検討して参り
ます。

４０　復興
局

復興局

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　③　市町村と連携を図り、仮設住宅等入居者に対する心のケ
ア、孤立・自殺防止、健康・介護予防などの対策に万全を期す
こと。

　応急仮設住宅入居者に対する健康支援については、各市町村におい
て保健師による健康調査や健康相談、個別保健指導等の活動が行わ
れていますが、県では、当該活動に係る経費の補助や保健師派遣など
の支援を行っています。

０４　保健
福祉部

健康国保
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　④-01　被災した県立病院の早期復旧整備に向けて、関係機
関・団体との連携を図り、地域における安心・安全のサービス提
供体制の回復・再建を図ること。

　被災した高田・大槌・山田病院が立地する地域は高齢化率が高く、高
齢者を中心とした地域医療を提供する必要があることから、入院機能
の確保を最優先として、病院の立地場所や規模・機能の検討を進めて
きたところであり、各市町から推薦いただいた場所に再建するなどの整
備方針を決定したところです。被災した３病院の再建にあたっては、今
後とも各市町等と緊密に連携しながら早期再建に向けた取組みを進め
ていきます。

１１　医療
局

経営管理
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　④-02　保健・医療・福祉・介護施設の早期復旧整備に向け
て、関係機関・団体との連携を図り、地域における安心・安全の
サービス提供体制の回復・再建を図ること。

 被災した各種施設の復旧については、発災直後から関係機関や団体
との連携を密にし、個々の実情に合わせた支援を行ってきたところで
す。
　今後も沿岸被災地の医療等の復興に向けた取組を推進していくととも
に、復旧期における安定した運営を図るため、支援を継続して行ってま
いります。

０４　保健
福祉部

保健福祉
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　⑤　被災者のいのちと健康をまもるため、国民健康保険・後期
高齢者医療の医療費窓口負担、介護保険利用料の免除措置
を、市町村と連携し当分の間（2015年１月以降も）免除措置を継
続すること。

　県では、多くの被災者が、未だ応急仮設住宅等で不自由な生活を余
儀なくされ、健康面や経済面での不安を抱えており、引き続き医療や介
護サービス等を受ける機会の確保に努める必要があることから、平成
26年12月まで県内統一した財政支援を継続することとしたところであ
り、平成27年１月以降については、被災地の生活環境や被災者の受療
状況等を勘案し、市町村等との協議を行いながら、改めて判断したいと
考えています。

０４　保健
福祉部

健康国保
課・長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　⑥　本年度までの補助期限となっている岩手県生活再建住宅
支援事業に係る被災住宅の補修・改修のための借入れ利子補
給補助及び被災宅地復旧補助について、期間延長を行うこと。

　被災者の住宅再建の進捗状況を踏まえて、事業期間を延伸する方向
としています。

０７　県土
整備部

建築住宅
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　⑦-01　岩手県の復旧・復興工程表である「社会資本の復旧・
復興ロードマップ」の着実な進展を図ること。特にも、防潮堤の
整備等は、被災者の住いと暮らしの再建に直結するものである
ことから、できるだけ早期の整備を図ること。

　防潮堤等の海岸施設は、平成25年12月末現在、県の国土交通省所
管海岸全体で65箇所のうち50箇所（約77％）が着工し、そのうち14箇所
（約21％）が完成しています。 今後も、早期の復旧・整備が図られるよう
取り組んでいきます。

０７　県土
整備部

河川課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　⑦-02　岩手県の復旧・復興工程表である「社会資本の復旧・
復興ロードマップ」の着実な進展を図ること。特にも、災害公営
住宅の整備等は、被災者の住いと暮らしの再建に直結するもの
であることから、できるだけ早期の整備を図ること。

　県では災害公営住宅について、平成28年度中の全戸完成に向け、従
前の競争入札方式に加えて、設計施工一括選定方式や敷地提案型買
取方式の整備手法の採用による整備期間の短縮及び、施工確保対策
連絡調整会議等を通じて円滑な工事の実施に努めています。

０７　県土
整備部

建築住宅
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　⑧　二重ローン対策の制度改善を国に求め、二重ローン解消
に向けた取り組みを強化すること。

　県では、住宅ローン対策として利子補給補助制度を実施するととも
に、制度の説明会を行うなど周知に努めています。 ０７　県土

整備部
建築住宅
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
１　住まいと暮らしの再建について
　⑨　被災地や仮設住宅等の交通確保を図るため、本年度まで
とされている国の「特定被災地域公共交通調査事業」の延長実
施を働きかけること。

　被災市町村においては、今後もまちづくり事業の進捗に応じた路線や
ダイヤの見直しや、復興まちづくり計画を踏まえた交通体系の再構築
が必要となることから、県としても、国に対して当該事業の事業実施期
間を延長するよう強く働きかけてきました。
　その結果、国においては、平成27年度まで２年間延長することとし、
平成26年度予算に計上されたところです。

０２‐２
政策地域
部

地域振興
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　①　被災した農地・農業用施設等の早期復旧と営農再開を支
援すること。

　沿岸部の津波により被災した農地や農業用施設については、県が被
災市町村からの要請を受け、事業主体となって復旧を進めています。
復旧対象農地717haのうち他の整備計画等との関連で工事着手できな
い267haを除いた450haについて、26年１月までに253ha(56％)の復旧が
完了し、26年春の作付時期までに累計450ha(90％)の復旧を予定して
います。
　また、沿岸地域には、区画が小さく農道や水路が未整備な農地が多
いことから、農業生産基盤の復旧・整備に当たっては、地元要望を踏ま
えつつ、復興交付金事業の導入によりほ場整備と農地の利用集積を一
体的に進めることとし、より生産性・収益性の高い農業の実現を支援し
ていきます。

０６　農林
水産部

農村建設
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　②　被災した森林の再生や林道の早期復旧、特用林産物や
木材加工場等の生産施設の復旧整備を支援すること。

　特用林産物や木材加施設の復旧整備については、木材加工流通施
設等復旧対策事業（国庫補助事業）等を活用して施設の復旧を支援
し、既に事業を再開しました。
　また、震災により喪失した合板原木の供給先を県内で確保するため、
国の補助事業等を活用して合板工場整備を支援していきます。

０６　農林
水産部

林業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　③　震災により漁港、養殖施設、種苗生産施設、海岸保全施
設、漁港関連道等の被害は甚大であり、早期の復旧と機能回
復、本復旧の取り組みを強化し、漁業の再生を図ること。また、
漁船の確保や流通加工部門の復旧等の支援を行なうとともに、
震災で失った販路の回復や開拓にむけた水産加工業への支援
に尚一層取り組むこと。

　水産業の復興に向けては、漁業と流通・加工業の一体的な再生に取
り組んできたところであり、その結果、各地でワカメ等の養殖業が再開
し、被災した水産加工事業所の８割が事業を再開するなど、本格的な
水産業の復興に向けて、一定の基盤が整ってきたところです。
　今後は、引き続き、漁船、漁港等の生産基盤や流通・加工関連施設
の復旧・整備を進めるとともに、復旧によって震災前よりも衛生的に
なった産地魚市場や水産加工場の機能を活かし、「漁獲から流通・加
工までの一貫した水産物の高度衛生品質管理体制の構築」に取り組
み、水産物の付加価値向上を図ることにより、販路の開拓・拡大を支援
していきます。

０６　農林
水産部

水産振興
課、漁港漁
村課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　④　被災した観光施設などの復旧に向けた支援を行なうととも
に、関係機関・団体と連携し観光客や交流人口の増大に向けた
施策展開を図ること。

 県では、被災した観光施設の早期復旧を図るため、中小企業グループ
補助金などを通じて復旧支援に取り組んでおり、宿泊施設については、
収容人員ベースで、震災後の新規開業も含めると、平成26年1月1日現
在87.3％まで回復し、沿岸地域における観光客の受入態勢は整ってき
たてきたところです。
　今後は、引き続き、観光施設の復旧支援を行うとともに、いわてＤＣで
構築した官民一体となったオール岩手の枠組みによる大型観光キャン
ペーンを展開することとしており、市町村や観光団体、事業者等と連携
を図りながら誘客拡大に取り組んでいきます。

０５　商工
労働観光
部

観光課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　⑤　港湾施設の早期復旧・整備を促進するとともに、港湾利用
の安全対策を講じること。

　港湾施設の早期復旧・整備について、釜石港及び大船渡港の湾口防
波堤は平成27年度内の復旧に向けて工事が進められており、その他
の港湾施設については、既に一部の施設が復旧し利用が再開されて
いるほか、他の港湾施設についても早期復旧・整備に向けて取り組ん
でいます。
　また、港湾利用の安全対策については、港湾所在市のまちづくりの進
捗状況を踏まえながら、津波避難対策や被害の軽減に向けた措置を
講じていきます。

０７　県土
整備部

港湾課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　⑥　被災地の復興まちづくり計画・事業の土地利用や事業進
捗の遅れ等によって、今なお本格再建できない仮設店舗等事
業者等への支援、助成を行うこと。また、今後の事業再建にあ
たって国のグループ補助金制度を活用できるように、制度の継
続を国に働きかけること。

　仮設店舗の経営力の向上、賑わい創出のための各種イベント開催を
支援することに加え、地域の実態を踏まえ、グループ補助金の申請に
向けたアドバイザー派遣など商店街再生計画を支援していきます。
　中小企業等グループ施設等復旧整備事業については、平成26年度も
引き続き事業実施することとしているとともに、国に対して事業の継続
を要望しています

０５　商工
労働観光
部

経営支援
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
２　産業・経済の復興と再建について
　⑦　福島第一原発事故で放射能に汚染された農林業系副産
物等の焼却・処理、汚染対策を強化すること。焼却処理等にあ
たっては、住民の理解と合意形成に努め、安全性の確保に万
全を期すこと。

  農林業系副産物の焼却等処理にあたっては、市町村等が行う住民説
明会に県職員を派遣するなど技術的支援を行うとともに、処理施設へ
の立入や事業者が実施した測定結果を取りまとめて公表するなど安全
な処理の推進に努めています。

０３　環境
生活部

資源循環
推進課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
３　復旧・復興に向けたマンパワーの確保等について
　①-1　震災からの復旧・復興事業を推進するにあたって、人材
の不足等が大きな課題となっていることから、復旧・復興に必要
な県職員の人的要員の充実を図ること。

　本格復興の推進に向け、体制の強化を図ることとしており、平成26年
度の職員採用は、平成25年度に比べ35人増の143人を採用する予定と
しています。
　また、任期付職員は、被災市町村に派遣する分を含め320人程度の
採用を予定しており、平成26年１月１日から順次前倒しで配置していま
す。 　更に、全国からの応援職員の確保については、平成25年11月26
日に174人の派遣要請を全国知事会等を通じ行っており、平成26年２月
末日現在で165人程度の応諾状況となっています。

０８　総務
部

人事課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
３　復旧・復興に向けたマンパワーの確保等について
　①-2　震災からの復旧・復興事業を推進するにあたって、人材
の不足等が大きな課題となっていることから、被災市町村への
全国からの派遣・応援職員の確保にも引き続き取り組むこと。

　被災市町村における全国からの派遣・応援職員の確保については、
全国市長会及町村会を窓口とした職員派遣など国の取組を活用してい
るほか、平成25年度においては、被災市町村による協力を得ながら、
被災三県合同により都道府県、都道府県市長会及び町村会等を訪問
し、直接職員派遣を要請するなど取組を強化したところです。
　今後とも、被災市町村と連携しながら、必要な人材を確保できるよう
取り組んでいきます。

０２‐２
政策地域
部

市町村課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
３　復旧・復興に向けたマンパワーの確保等について
　②　被災者支援を担っている社会福祉団体、ＮＰＯとの連携、
協働を強め、適正な事業執行を進めるとともに、緊急雇用創出
事業の活用によるマンパワーの確保を図ること。

　緊急雇用創出事業のうち、震災等緊急雇用対応事業については、平
成25年度国補正予算において、実施期間が１年延長されたところであ
り、引き続き被災者支援に必要な事業等に活用します。 ０５　商工

労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
３　復旧・復興に向けたマンパワーの確保等について
　③　復旧・復興の事業を担う建設関連事業者の人材育成と人
材確保に対する支援を行なうこと。

　県では、入札参加資格審査や総合評価等において、企業の若手技術
者、登録基幹技能者等の確保・育成の状況等を評価しています。
　また、平成24年度から「建設業技術者育成支援事業」を実施し、新規
卒業者等の雇用と資格取得を支援しています。

０７　県土
整備部

建設技術
振興課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
３　復旧・復興に向けたマンパワーの確保等について
　④　復興資材の不足が大きな課題となっていることから、資材
の確保に全力をあげること。また、復興資材への震災廃棄物の
利活用を図ること。

　建設資材の確保ついては、沿岸各地域に設置した施工確保対策連
絡調整会議を通じて、関係機関や業界団体と情報共有・連携を図りな
がら建設資材の安定確保に向けた様々な取組みを行っています。
　今後とも、国や関係機関等と情報共有や連携を図り、安定的な建設
資材の確保に努めていきます。
　また、復旧・復興工事において、関係部局と連携を図りながら、津波
堆積土やコンクリート殻などの復興資材を活用しています。

０７　県土
整備部

建設技術
振興課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　①　被災した文教施設の復旧を迅速に推進し、子どもたちが
安心して学ぶことができる教育環境を整備すること。特に、倒壊
した学校施設を優先し立地場所などに関する慎重な検討を加え
たうえで推進すること。

　小中学校の再建場所については、関係市町の復興・まちづくり計画等
を踏まえ、関係市町において地域住民等との十分な協議等を経て決定
されたものであり、早期再建並びに学校設置者が計画する整備内容が
実現されるよう、全面的な財政支援措置等について引続き国に対し働
きかけるとともに、関係市町教育委員会に対する適切な助言等に努め
ていきます。
　また、県立高田高等学校の整備については、陸前高田市高田町字長
砂地内の県立高田高等学校第２グラウンド北側を建設地とし、平成26
年１月に第一体育館が完成しました。現在、校舎等の新築工事を行
なっており、平成26年度末までの完成を目指して取り組んでいます。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　②　児童・生徒の通学路となる公共交通網を早急に整備し、
通学路を確保するよう求めること。その際、公共交通機関の代
替輸送などに係って、児童・生徒に配慮し不利益とならないよう
対応を行うこと。

　被災地区の公共交通については、学校活動に合わせた運行内容とな
るよう、知事部局の交通政策担当部署を通じて交通事業者との調整を
図っており、今後も学校の意見を反映させながら調整を進めます。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　③　被災地における教職員の指導体制を充実し、施設の状況
に応じた教育環境の整備を図ること。

　被災した児童生徒の心のサポート及び学習支援等に対応するため、
教職員の加配について、学校要望を踏まえて国に要望し、要望どおり
加配が認められており、教育環境の整備にマンパワーで対応していま
す。 　教職員の中・長期的な加配措置の継続について、これまでの国
に対して要望しており、今後も引き続き要望していきます。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　④　学校現場における放射線量について県が状況を把握する
とともに、基準値を超える場合は速やかに必要な措置を講じる
こと。

　県及び各市町村では、県内全域の学校等を対象として空間線量率が
局所的に高い箇所を特定し、線量低減のための土壌処理等を行う事業
に取り組んでいます。
　県立学校では、平成23年度に県内全ての学校で校地内の空間線量
率を測定し、局所的に高い値を測定した10の県立学校の除染を実施し
ました。 　また、平成24年度に、汚染状況重点調査地域内の４つの県
立学校の校庭等の除染を実施しました。
　今後も定期的に（月１回程度）空間線量率を測定し公表するとともに、
その状況に応じて適切に対応していきます。

１４　教育
委員会事
務局

スポーツ健
康課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑤　被災による教育の格差や将来の進路選択への影響が発
生しないよう、教育費に関する公的支援の拡充をはかり、子ども
の就学機会を確保すること。

【就学援助】
　国の「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」を活用し、震災に
より経済的理由から就学困難となった小中学校の児童生徒に対する市
町村の就学援助事業の経費の補助を実施しています。（補助率10/10）
国の臨時特例交付金は、平成26年度まで予算措置されているところで
すが、就学援助を必要とする児童生徒が解消されるまで継続実施する
よう、引続き国に対して要望していきます。
【奨学金】
　震災で被災したことにより親を亡くした又は行方不明となった児童生
徒等を対象とした返還不要の給付型奨学金制度及び被災世帯の高校
生を対象とした特例採用奨学金制度を創設しました。
　また、高校授業料無償化後の授業料以外の教育に係る経済的負担
を軽減するため、低所得世帯の生徒や特定扶養控除見直しに伴い負
担増となる世帯の生徒を対象に奨学金の貸与を行うとともに、学校卒
業後の収入が一定額に満たない場合に返還を猶予する所得連動型返
還猶予制度を導入したところです。
　なお、国では平成26年度予算において給付型の奨学金制度を盛り込
んでいるところです。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑥　被災による経済的理由により、児童・生徒の就学が困難と
ならないよう、就学援助金の支給を行うこと。

　国の「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」を活用し、震災に
より経済的理由から就学困難となった小中学校の児童生徒に対する市
町村の就学援助事業の経費の補助を実施しています。（補助率10/10）
国の臨時特例交付金は、平成26年度まで予算措置されているところで
すが、就学援助を必要とする児童生徒が解消されるまで継続実施する
よう、引続き国に対して要望していきます。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑦-01　保護者の就業や家計状況の急変により、幼稚園・高等
学校・大学等での就学を断念することがないよう、学校に対する
授業料・入学金の減免・延納措置の指導・支援を行うこと。

　被災した幼児児童生徒については、学校設置者が、入学選考料・入
学料・授業料・施設整備費等の減免を行った場合、補助する措置を講
じています。 　また、被災により、遺児・孤児となった、あるいは低所得
世帯に該当することとなった高校生については、いわての学び希望基
金により、教科書、制服購入費、修学旅行費を給付しており、引き続き
就学支援に努めていきます。

０８　総務
部

法務学事
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑦-02　保護者の就業や家計状況の急変により、幼稚園・高等
学校・大学等での就学を断念することがないよう、学校に対する
授業料・入学金の減免・延納措置の指導・支援を行うこと。

　県立高校については、東日本大震災津波に被災したことにより、生活
の基盤を失った世帯の高校生に対して、入学料等の減免を実施してい
ます。
　また、生徒が経済的理由で就学困難とならないよう、授業料減免制度
により、授業料の全額又は半額免除を実施しているほか、奨学金制度
により就学の支援をしています。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑧-02　義務教育終了後の学生に対する、無償給付型や地域
特別枠を含む公的奨学金制度の拡充を行うこと。

　震災で被災したことにより親を亡くした又は行方不明となった児童生
徒等を対象とした返還不要の給付型奨学金制度及び被災世帯の高校
生を対象とした特例採用奨学金制度を創設しました。
　また、高校授業料無償化後の授業料以外の教育に係る経済的負担
を軽減するため、低所得世帯の生徒や特定扶養控除見直しに伴い負
担増となる世帯の生徒を対象に奨学金の貸与を行うとともに、学校卒
業後の収入が一定額に満たない場合に返還を猶予する所得連動型返
還猶予制度を導入したところです。
　なお、国では平成26年度予算において、高校生等奨学給付金制度を
盛り込んでいるところです。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑨　 被災により不足している図書費や教材費の教育環境整
備を促進すること。

　被災により流失、あるいは使用不能となった学校の教材等について
は、国の公立学校施設災害復旧費において整備することが可能であ
り、県立を含めた各学校の設置者において復旧整備を進めています。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑩　安全の確保と心身の健康の維持を前提に、状況に応じた
弾力的な学校教育を推進するとともに、復興・再生および将来
の地域活性化を担う人材の育成を図ること。

　東日本大震災津波以後、通常配置のスクールカウンセラーに加え、
特に沿岸部被災地域には巡回型カウンセラーを配置し、スーパーバイ
ザーによる指導を受けられる体制を整備するなど、重層的なサポート体
制を構築しております。
　しかしながら、臨床心理士等の有資格者が少ない現状を踏まえ、各
地域の支援ニーズ等を的確に把握しながら子ども達の健全育成を図っ
て参ります。

１４　教育
委員会事
務局

教育委員
会学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑪ 　災地における学校や通学路を取り巻く環境をふまえ、子
ども並びに教職員の安全の確保と、心身の健康の維持を優先
した学校教育を行うこと。

　全市町村において、小学校を中心とした登下校の見守り活動に取り
組んでおり、各学校では、児童生徒の安全確保を図るため「学校安全
計画」を策定し、学校安全の充実を図っているものと認識しています。 １４　教育

委員会事
務局

教育委員
会学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑫　被災による心的ストレスを抱える子どもの把握、メンタルヘ
ルスへの適切な対応を行うために、養護教諭・スクールカウン
セラー配置を含む教員の拡充などの環境整備を推進すること。

【養護教諭の配置について】
　被災した児童生徒の心のサポート及び学習支援等に対応するため、
教職員の加配について、学校要望を踏まえて国に要望し、要望どおり
加配が認められています。
　教職員の中・長期的な加配措置の継続について、これまでの国に対
して要望しており、今後も引き続き要望していきます。
 【スクールカウンセラーの配置について】
 　通常のスクールカウンセラーの配置に加え、被災地域の教育事務所
に巡回型カウンセラーを配置するなど、重層的なサポート体制を整備し
ています。内陸部についても、緊急事案に柔軟に対応できる体制を整
備しています。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課・
学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑬　新たな「学習指導要領」の段階的な実施にあたっては、被
災現場の状況に応じた弾力的な運用を図ること。

　高等学校においては、東日本大震災からの復旧・復興が進み、教育
環境はある程度整ってきていますが、教科・科目によっては、学習指導
要領で定められた内容のとおり実施できない場合もあり、教育課程の
弾力的運用を認めています。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
東日本大震災からの復旧・復興について
４　教育環境の再建と整備について
　⑭　学校と地域が連携し、地域の復興・再生を担う人材の育
成に向けた教育を推進すること。

　本県の子どもたちが「震災津波の経験を後世に語り継ぎ、自らのあり
方を考え、未来志向の社会をつくること」ができるように、東日本大震災
津波の体験から得た教育的価値（【いきる】【かかわる】【そなえる】）を
育むとともに、被災地高校生が、水産加工業や建設業等の地元企業で
働くことの理解や地域に貢献する人材となるために必要な資質への理
解を深めるなど、目的意識を持って地域の未来につながるキャリア教
育を推進しています。このような多様な取組としての「いわての復興教
育」を推進し、学校と地域とが連携して、「復興・発展を担うひとづくり」を
進めていきます。

１４　教育
委員会事
務局

教育委員
会事務局
学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　①　農業者戸別所得補償制度についての検証を農業者、農
業団体、市町村と行いながら、持続的な担い手づくりや安定営
農の制度充実に取り組むこと。

　経営所得安定対策の検証については、先に関係機関・団体と連携し
て設置した「岩手県元気な地域農業推進本部」等で、国の対策見直し
による影響を試算・検討し、本県での対応の在り方を明らかにしていき
ます。
　また、本県の担い手育成については、現在作成を進めている地域農
業マスタープランを基本に据え、経営所得安定対策や青年就農給付
金、機構集積協力金等を活用しながら、担い手への農地集積による経
営体質の強化や、小規模農家も含めた集落営農組織の育成等を進め
ていきます。

０６　農林
水産部

農業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　②　営農指導体制を強化し、多様な経営形態に対応するとと
もに、担い手育成策等の施策を積極的に展開すること。また、
今日の厳しい雇用情勢を踏まえた雇用機会の創出として、新規
就農者生活支援を含む就農環境などの総合的な対策を県独自
に確立すること。

　営農指導体制の強化については、農業改良普及センターにおけるプ
ロジェクトチームの編成による地域の重要課題の解決や市町村、農協
と連携した地域協働により、きめ細やかに課題に対応していきます。
担い手の育成・確保については、公益社団法人岩手県農業公社に就
農相談窓口を設置するとともに、県立農業大学校における農業入門塾
等の研修や農業改良普及センターが中心となった生産技術や経営の
指導、岩手大学・ＪＡいわてグループ・県が共同で運営する「いわてアグ
リフロンティアスクール」の開設による先導的な農業経営者の育成な
ど、担い手の発展段階に応じた支援策を展開しています。 　また、新規
就農者への支援については、「青年就農給付金」や「農の雇用事業」の
活用を図るほか、県や農業公社の事業により、経営の発展段階に応じ
た総合的な支援に引き続き取り組んでいきます。

０６　農林
水産部

農業普及
技術課、農
業振興課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　③　農業研究センターの研究体制を強化し、農畜産物の生産
及び加工に関する基礎研究・応用研究を基に地域の産業と連
携した「農業型複合産業」の形成に努めること。特に、エサ米栽
培研究・コメのエタノール化の実用化に向けた施策の充実を進
めること。

　農業研究センターでは、農畜産物の生産技術全般についての実用
化・応用研究を行っていますが、特に品種開発については、生物工学
研究センターが基礎研究を担い、両研究機関が連携して進めていま
す。加工分野は、農業研究センターが、加工適性の優れた農産物原料
を開発し、工業技術センターが、地域の企業と連携して、食品加工の応
用研究を行っています。 　エサ米については、非主食用米を開発、普
及拡大を図っていますが、現在、さらに多収が期待できる品種の開発
に取り組んでいるところです。
　また、エタノールについては、生物工学研究センターが、稲わらを活
用したバイオエタノール生産に関する基礎技術を開発し、技術の実用
性が確認されたところです。

０６　農林
水産部

農業普及
技術課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　④　消費者と結びついた生産地を目指して、県産有機農産物
及び水産物の認証制度を拡充した生産・流通体系の拡大を図
ること。

　有機農産物については、県が委嘱する有機農産物等アドバイザーの
派遣により、有機ＪＡＳ認証取得等の取組を支援しており、また、水産
物、特に本県特産のわかめについては、岩手県漁業協同組合連合会
が認証する「三陸わかめ」の販路回復を支援しているほか、県産農林
水産物の取引拡大につながる商談機会の提供などに取り組んでいま
す。

０６　農林
水産部

流通課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　⑤　食の安全・安心を求める県民の意向に応えるため、遺伝
子組み替え作物の屋外栽培を規制する独自条例を検討し制定
すること。

　県では、平成16年9月に「遺伝子組換え食用作物の栽培規制に関す
るガイドライン」を策定し、遺伝子組換え食用作物の栽培を規制すると
ともに、ガイドラインに基づき、毎年、栽培状況や栽培計画を調査し、そ
の結果を県民に公表しています。
　その結果、これまで遺伝子組換え食用作物の栽培実績はなく、また、
社会情勢からも当面、栽培される状況にないことから、今後とも、本ガ
イドラインの運用により、遺伝子組換え食用作物の栽培を規制していく
こととしています。

０６　農林
水産部

農業普及
技術課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　⑥　自治体ごとに「アグリミニマム」（地域に最低限確保したい
農的環境＝農地・緑地・生き物・大気・水・水源・山林・河川・池
等いのちと暮らしのための持続可能な環境）などの保全目標値
を定めてまちづくりに活かすよう、市町村との共同研究に着手
すること。

　県では、農山漁村の環境保全に向けて、県民の理解と参画による森
林整備や生態系に配慮した生産活動等を促進しています。
　また、本県の多彩な農林水産物や食文化等の地域資源の活用によ
る農山漁村の活性化の取組についても、市町村や関係団体、生産者
等と連携して取り組んでいます。

０６　農林
水産部

農林水産
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

16



意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
農林水産業の振興について
１　基幹産業としての農業について下記の施策を強化し、振興
を図り農業従事者の生活安定に努めること。
　⑦　国ではコメの減反政策を５年後に廃止するとしているが、
県内農家に与える影響は極めて大きいものがあり、県において
も減反廃止がもたらす影響を検証するとともに、農家や農業団
体、市町村関係者の意見を吸い上げ、国に対して減反政策の
廃止を行わないよう働きかけること。

　米政策の見直しにあたって、国は、需要に応じた生産の推進のため
の環境整備を進めるとしていますが、農業者からは、将来の米の需給
状況や米価の動向に不安や懸念が示されており、県では、関係機関・
団体で構成する「岩手県元気な地域農業推進本部」において、経営所
得安定対策等の取組の在り方などについて検討を進め、今後、米の規
模拡大のほか、園芸作物の導入なども推進していきたいと考えていま
す。
　また、米価の動向や本県の農家経営への影響を見定めながら、農業
者が展望を持って生産活動に取り組むことができるよう、必要な措置を
国に求めていきます。

０６　農林
水産部

農産園芸
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

農林水産業の振興について
２　森林の持つ自然環境保全機能と調和を図りながら、林業の
振興を図ること。
　①　総合的な林業の振興を図るため、林業技術センターの機
能強化を図ること。

　林業技術センターでは、毎年度、内部評価及び外部評価を行い、評
価結果を試験研究に反映させ、効果的・効率的な試験研究の推進を
図っています。
　また、今後とも、他の研究機関や大学などとの共同研究や、民間会社
からの要望に対応した新たな受託試験などを推進します。

０６　農林
水産部

森林整備
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

農林水産業の振興について
２　森林の持つ自然環境保全機能と調和を図りながら、林業の
振興を図ること。
　②　県産材のブランド化を進め、県内の公共施設の建設にあ
たっては積極的に県産材を利用するよう国や県機関、各自治体
に働きかけること。

　県産材の差別化を図り、公共施設整備や民間建築等での利用を進め
るため、産地証明された県産材の需要拡大を図っており、関係機関と
連携をとりながら今後とも県産材の利用を促進していきます。
　公共施設への県産材利用について、全庁で組織した「岩手県公共施
設・公共工事木材利用推進本部」が「木材利用推進行動計画」に基づ
き、率先して県産材利用に努めており、本年2月には、第4期となる「木
材利用推進行動計画」を策定したことから、今後とも率先して県産材利
用に取り組んでいきます。
　また、「公共建築物等木材利用促進法」に基づき、県内の全市町村が
木材利用方針を策定したところであり、国の補助事業を活用等により、
市町村の公共施設の木造化・木質化も促進します。

０６　農林
水産部

林業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

農林水産業の振興について
２　森林の持つ自然環境保全機能と調和を図りながら、林業の
振興を図ること。
　③　しいたけ・木炭等の特用林産物の生産・加工・流通施設を
整備し振興を図るとともに、ペレットの普及、木材バイオマスの
活用など、環境対策と連動した取り組みを促進すること。

　県では、しいたけ・木炭等の特用林産物の施設整備に対して、これま
で国庫補助事業や県単独事業により助成を行っており、今後とも補助
事業の活用や新規参入者への支援など、特用林産物の振興を図って
いきます。
　また、木質バイオマスの利用について、ボイラー等の導入希望事業者
等を対象とした木質バイオマスコーディネーターによる技術的助言や普
及啓発セミナーの開催、国の補助事業を活用した施設・設備の導入支
援などに取り組み、今後も引き続き、地球温暖化防止にも貢献する木
質バイオマスの活用を促進します。

０６　農林
水産部

林業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
農林水産業の振興について
２　森林の持つ自然環境保全機能と調和を図りながら、林業の
振興を図ること。
　④　林業振興及び森林保全対策を進めるため、林業従事者の
果たす役割は重要であることから、林業従事者の雇用条件の
改善をはかり、林業後継者の育成対策を確立すること。

　林業従事者の雇用条件の改善については、県の出捐法人である公
益財団法人岩手県林業労働対策基金において、雇用主が社会保険等
を適用した場合の掛金助成や新規就業者を正規採用した場合に奨励
金を交付する事業を行っています。
　また、林業後継者の育成対策の確立については、国の「緑の雇用」事
業等を活用し、新たな林業従事者の確保とキャリアアップ対策を講じて
います。 　なお、平成24年度から県が補助する「森林・林業人材育成加
速化事業」により、森林施業プランナーや素材生産を低コストで行える
人材の育成対策を講じており、県としては、関係団体と連携し、積極的
な事業実施に取り組み、林業就業者の育成対策の確立に努めていき
ます。

０６　農林
水産部

森林整備
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

農林水産業の振興について
２　森林の持つ自然環境保全機能と調和を図りながら、林業の
振興を図ること。
　⑤　「森林税」の使途について情報を公開するとともに、県民
が森林・林業に親しめるような施策を強化すること。

　「いわての森林づくり県民税」の使途については、外部の有識者等で
構成する事業評価委員会において評価検証を行うとともに、個別事業
の採択については、箇所毎・団体毎に審議を行って、県ホームページ
において審議内容を公開しています。さらに、該当県民税事業の取組
についても、県ホームページやイベント等で紹介しているところです。今
後とも、様々な機会を通じて情報公開に努めていきます。
　また、県民が森林・林業に親しめる施策については、公募支援事業に
よる森林環境学習の実施や、子供たちを対象とした「いわて森のゼミ
ナール」を開催してきたところです。

０６　農林
水産部

林業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

農林水産業の振興について
３　三陸沿岸の良質な水産環境を保全し、水産業の資源育成と
流通加工の振興支援を図ること。
　①　県が策定している水産物の漁獲から流通、加工までの一
貫した高度衛生品質管理基準は、安全で安心な水産地づくりに
むけて関係者の期待も高いものがあり、引き続き、取り組みを
強化促進すること。

　平成25年度から取り組む「漁獲から流通・加工までの一貫した水産物
の高度衛生品質管理体制の構築」においては、市町村が高度衛生品
質管理地域づくりに向けた計画を策定して取組を進めることとしており、
県としては、計画の策定・実行支援や衛生指導・講習会開催などに加
え、専門アドバイザーの派遣や高度衛生品質管理に基づく商品開発な
どの支援に取り組んでいきます。

０６　農林
水産部

水産振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
農林水産業の振興について
３　三陸沿岸の良質な水産環境を保全し、水産業の資源育成と
流通加工の振興支援を図ること。
　②　水産業振興の課題として、燃油高騰による漁船の出漁自
粛や採算割れ問題が深刻化しており、国を含めた行政支援が
欠かせないことから、県として国に働きかけるとともに独自支援
策を図ること。

　国では、燃油高騰に対応するため、平成22年度から、燃油価格が一
定基準以上に上昇した場合に国と漁業者が拠出した財源から補填金
を交付する漁業経営セーフティーネット構築事業を実施しており、また、
更なる急騰に対応するため、25年６月に補填金の国の負担割合を高め
た特別対策を講じたほか、25年度補正予算により、漁業者の省燃油活
動や省エネ機器等の導入を推進するなどの漁業コスト低減対策に取り
組んでいるところです。
　県としては、これらの国の対策の導入を促進するとともに、漁場探索
時間や航行距離短縮に資する漁海況情報の提供等に努めていきま
す。

０６　農林
水産部

水産振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

商工観光業の振興について
０１　県内中小企業の育成のため、経営指導・技術開発指導及
び市場情報の提供に積極的に努めること。
　①　 若者が定着できるよう雇用対策・企業支援対策として、既
存の工業団地の基盤整備を進め、地場産業の育成及び企業の
誘致を強力に進めること。

　産業の集積や雇用の確保による地域経済の活性化を図るうえで、企
業誘致の果たす役割は極めて大きいものであり、そのための基盤整備
も重要であると認識しているところです。
　今後における工業団地の整備にあたっては、社会経済情勢や企業の
立地動向、既存工業団地の分譲状況等を勘案し、全県的かつ中長期
的な視点に立って検討を行うこととしており、その中で市町村が主体と
なって行う場合の支援のあり方も含め、震災復興に要する財源等も見
ながら様々な手法を検討していきます。

０５　商工
労働観光
部

企業立地
推進課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

商工観光業の振興について
０１　県内中小企業の育成のため、経営指導・技術開発指導及
び市場情報の提供に積極的に努めること。
　②　県内企業の競争力向上を支援するとともに、起業家育成
のために「産・学・官」による共同研究体制を更に強化すること。
また、県産品の開発・販路拡大策を強化するとともに、各分野に
おいて県内産物の消費を奨励する施策を更に強化すること。

（科も課分）
　県内企業の競争力向上を図るため、自動車メーカーＯＢによる生産工
程の改善指導や工業技術センターによる技術指導、国や科学技術振
興機構等の支援を得た産学官共同プロジェクトの実施などを推進して
いるところです。
　また、新たな事業や産業の創出のため、研究シーズと企業ニーズの
マッチングから研究開発、事業化までの一貫した支援を行っており、こ
うした取組が企業の競争力向上や起業に繋がるよう、今後とも、試験研
究機関や産業支援機関と一層連携しながら取組を進めていきます。
（産経課分）
　特産品コンクールや商談会の開催を通して県内事業者の新商品開発
を促しているほか、県産品の販路拡大のため、東京・大阪・福岡にアン
テナショップを設置し、情報発信に努めています。また、新商品開発や
販路の開拓に取り組む事業者に対しては、支援措置も制度化していま
す。
　さらに、７月と12月を県産品普及推進月間として定め、県産品のＰＲを
行っているほか、平成21年度から、いわて未来づくり機構と連携して、
買うなら岩手のもの運動にも取り組んでいます。

０５　商工
労働観光
部

科学・もの
づくり振興
課・産業経
済交流課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
商工観光業の振興について
０１　県内中小企業の育成のため、経営指導・技術開発指導及
び市場情報の提供に積極的に努めること。
　③　不況対策として、中小企業者に対する無担保・低利子の
融資制度を拡充し、経営支援を強化すること。

　県では、経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に金融機
関と協調し「中小企業経営安定資金」の貸し付けを行っているところで
す。
　同資金については、貸付利率を2.5％以内とし低利に設定しているほ
か、国の信用保証制度（セフティーネット保証等）を併用することにより
無担保での利用も可能となっております。
　県としても、金融機関や商工団体等支援機関と連携して、中小企業の
事業再生を図るため経営支援、金融支援一体となった取組を行ってお
り、引き続き、これらの推進に努めていきます。

０５　商工
労働観光
部

経営支援
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

商工観光業の振興について
０１　県内中小企業の育成のため、経営指導・技術開発指導及
び市場情報の提供に積極的に努めること。
　④　空洞化が著しい中心商店街の活性化を図るため、地域商
業の中心的担い手を育成するなどの支援策を強化するととも
に、空き店舗対策について、開業者のニーズに対応した支援策
を講ずること。

　国では、商店街のマネジメントを行う人材の育成など、地域商業の中
心的担い手育成研修等の補助を行っており、県では、商店街に対して
活用を促していきます。
　空き店舗対策については、国の補助事業を活用したチャレンジショッ
プや、市町村の出店改装費補助などにより、商店街や開業者のニーズ
に対応した支援が行われており、県では、これらの制度の活用を促して
いきます。

０５　商工
労働観光
部

経営支援
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

商工観光業の振興について
０１　県内中小企業の育成のため、経営指導・技術開発指導及
び市場情報の提供に積極的に努めること。
　⑤　県内自治体で実施されている「個人住宅改良支援事業
（住宅リフォーム支援制度）」による地域経済への貢献が大きい
ことから、県政の立場からも支援を行い制度の拡充を図ること。

　県では、東日本大震災津波の被災者に対する独自支援策として、住
宅の補修及び改修に対する補助制度や既住及び新規ローンに対する
利子補給補助制度を実施しています。
　なお、一般の住宅リフォームに対する助成等の支援制度の創設につ
いては、今後の需要等を踏まえ検討を行っていきます。

０７　県土
整備部

建築住宅
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

商工観光業の振興について
０２　優れた岩手の観光資源は、県民に潤いと安らぎを与えると
ともに、観光関連事業にとっても重要なものであり、宣伝と観光
客の招致拡大に向けた観光開発を図ること。
　①　滞在型の観光客誘致に向け、自然に親しみながら県内を
周遊できるよう、市町村と連携して展示・体験・歴史文化などの
関連施設の整備に努めること。

　県では、世界遺産平泉、世界遺産登録を目指す橋野高炉跡や御所
野遺跡、三陸海岸と十和田・八幡平の二つの国立公園、三陸ジオパー
クなど、本県が誇る自然や歴史文化を活かした体験型観光を市町村な
どと連携しながら推進するとともに、いわてＤＣで構築した官民一体と
なったオール岩手の体制による大型観光キャンペーンを展開し、内陸と
沿岸の周遊型観光の定着に向けて取り組んでいるところです。
　今後は、引き続き体験型観光の推進に取り組むとともに、関連施設な
どの受入態勢の整備についても、市町村などと連携し取組んでいきま
す。

０５　商工
労働観光
部

観光課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
商工観光業の振興について
０２　優れた岩手の観光資源は、県民に潤いと安らぎを与えると
ともに、観光関連事業にとっても重要なものであり、宣伝と観光
客の招致拡大に向けた観光開発を図ること。
　②　観光振興とあわせて地場特産品や食グルメの消費拡大を
図る施策を展開すること。

　県外のアンテナショップ（東京、大阪、福岡）において、本県が全国に
誇る特産品をＰＲするとともに、豊かな自然・歴史・文化・観光資源等、
岩手の魅力を県外に広く紹介し、観光客の誘致拡大と同時に県産品の
販路拡大につながるように努めていきます。
　また、県内の各地域での地元の食材等を活用したお土産商品の開発
やＰＲ等を支援し、観光地における地場産品の消費拡大に努めていき
ます。

０５　商工
労働観光
部

産業経済
交流課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

商工観光業の振興について
０２　優れた岩手の観光資源は、県民に潤いと安らぎを与えると
ともに、観光関連事業にとっても重要なものであり、宣伝と観光
客の招致拡大に向けた観光開発を図ること。
　③　観光資源を維持し更にその価値を広く発信させるため、地
域の力が必要であることから観光資源を担う地域団体の育成
や担い手拡充への支援策を検討すること。

　県では、観光資源を発掘し磨き上げ、魅力ある観光地づくりを進める
地域の取組について、観光コーディネーターを設置し、支援していま
す。
　また、自発的な観光地づくりを促進するため、地域において中核とな
る観光人材の育成に取り組んでいるところであり、今後も、引き続き、こ
れらの取組みを強化していきます。

０５　商工
労働観光
部

観光課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

商工観光業の振興について
０２　優れた岩手の観光資源は、県民に潤いと安らぎを与えると
ともに、観光関連事業にとっても重要なものであり、宣伝と観光
客の招致拡大に向けた観光開発を図ること。
　④　他県との交流人口の拡大を図るとともに、３・11の教訓や
防災の意識高揚を兼ね備えた「学ぶ防災」や「震災ツアー」も注
目されており、県としてのＰＲ策を強化すること。

　県では、復興関連ツアーや震災学習を目的とした教育旅行を沿岸地
域の観光の柱とするため、震災ガイドのネットワーク化やスキルアップ
などの受入態勢の整備を進めるとともに、各種情報発信や教育旅行説
明会への参加などのＰＲによる誘客促進に取り組んでいるところであ
り、今後も、引き続きこれらの取組みを強化していきます。

０５　商工
労働観光
部

観光課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　①　大震災と近年の大型台風や集中豪雨災害での教訓を検
証し総括するなかで、岩手県防災計画の再点検と見直しに向
け、災害に強い街づくりへの再点検、被災時に県民が求めてい
る避難所の在り方、高齢者や障がい者の安否確認、県民への
情報提供や相談態勢の改善策、緊急時の自家発電機の配置
による水道や電気のライフラインの確保、食料品・燃料・衛生用
品の生活物資確保など、住民要望の反映や住民主体の防災計
画の再構築を進めること。

　県では、東日本大震災津波の検証を踏まえ、これまでも通信・情報の
災害対策の強化、食料や燃料の備蓄の促進等の観点から県地域防災
計画の見直しを行ってきたところです。また、今年度の県地域防災計画
の見直しにあたっても災害対策基本法の改正を踏まえて被災者保護対
策の改善等の観点から避難所の整備に係る留意事項の見直し等を行
うとともに、一連の大雨災害の検証を踏まえて市町村による避難勧告
等の具体的な基準の作成についても明記したところです。今後も、パブ
リックコメントの意見等を踏まえ、県地域防災計画の見直しにあたり住
民の意見が反映されるよう努めていきます。

０８　総務
部

総合防災
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　②　高潮や波浪等の二次災害防止のため、防潮堤等の海岸
保全施設、防災施設等の応急復旧を推進するとともに、多重防
災型の地域・まちづくりを推進すること。また、水害による家屋
浸水対策を強化するため、河床の堀削、水門への排水ポンプ
の設置、防波堤の水門遠隔 操作化を図ること。

防潮堤等の海岸施設は、平成25年12月末現在、県の国土交通省所管
海岸全体で65箇所のうち50箇所（約77％）が着工し、そのうち14箇所
（約21％）が完成しています。（復興ロードマップ参照） 県では今後も「防
潮堤や水門」を積極的に整備するとともに、住民の避難を軸に「土地利
用」、「避難施設の整備」などハードとソフトを総動員する「多重防御」の
考え方で減災することとしています。 また、現在手動による開閉操作を
行っている水門・陸閘等についても、地域の実情を把握しながら順次、
遠隔化・電動化を図っていくこととしています。水害対策については、日
頃より河川パトロールを行い状況把握に努め、家屋への浸水被害のお
それがある区間など緊急性の高い箇所から優先的に河道掘削を進め
ています。内水対策用の排水ポンプの設置については、原則支川管理
者が行うものとされていますので、今後も関係機関と協議を行っていき
ます。

０７　県土
整備部

河川課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　③　公共交通の復旧・再生に向けて、災害時における安全性
の高い道路網と災害に強い交通ネットワークの形成を図るこ
と。

県では、復興に向けた３つの原則に掲げる、「安全の確保」の実現に向
け、「三陸復興道路整備事業」や「まちづくり連携道路整備事業」を進め
ているほか、「いわて県民計画」の政策に沿って、安全で安心な暮らし
を支える社会資本の整備を進めており、引き続き、災害に強く信頼性の
高いネットワークの構築など、道路ネットワークの安全性・信頼性の確
保に取り組んでいきます。

０７　県土
整備部

道路建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　④　国の消防力整備指針による県内の整備基準充足率は全
国平均を下回っており、早急な向上整備計画を策定し、消防力
の充足率向上を図ること。また、地方交付税での消防費の基準
財政需要額と国の消防力整備指針との財政乖離があることか
ら、国に対して交付税措置の見直しを働きかけること。

　消防力の充足率については、国から示されている整備指針を参照し
つつ、消防団の体制や自主防災組織の活動状況、建造物の配置や構
造など、地域の様々な要因を踏まえ、それぞれの市町村や組合の判断
に基づき配備を行っています。
　県では、このような市町村や組合の判断を受け止めつつ、消防力の
充実強化に資するよう、今後も必要な対策の実施を働きかけていきま
す。

０８　総務
部

総合防災
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　⑤-01　学校施設、公民館、保育所、福祉施設、病院、庁舎な
どの公共施設、また、水道事業における基幹水道管などの耐震
測定と耐震化工事を推進すること。

　学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす場所であるとともに、災
害時には地域住民の応急避難場所となるなど重要な役割を担ってお
り、県教育委員会としても、学校施設の耐震化は喫緊の課題と捉えて
います。
　県立学校については、岩手県耐震改修促進計画に基づき、引き続き
計画的に耐震化を進めます。
　市町村立学校については、学校設置者に対し、早期の耐震化につい
て様々な機会を通じて引続き働きかけるとともに、国庫補助制度の活
用に当たっての助言等、必要な支援を行っていきます。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　⑤-02　保育所、福祉施設、などの公共施設、また、水道事業
における基幹水道管などの耐震測定と耐震化工事を推進する
こと。

　県内の社会福祉施設のうち、耐震診断義務化対象となるのは11施設
ありますが、そのうち９施設は診断済みであり、２施設については建替
え等を検討しているところです。

０４　保健
福祉部

保健福祉
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　⑤-03　病院などの公共施設、また、水道事業における基幹水
道管などの耐震測定と耐震化工事を推進すること。

　県立病院の耐震化について、耐震診断により耐震補強が必要とされ
た病院の耐震化工事は平成24年度に実施した江刺病院をもって全て
完了しており、県立病院の耐震化率は100パーセントとなっています。 １１　医療

局
経営管理
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　⑤-04　庁舎などの公共施設、耐震測定と耐震化工事を推進
すること。

　耐震上問題がある可能性の建物は、昭和56年以前の旧耐震基準で
設計された建物であり、県庁舎及び各地区合同庁舎の内、旧耐震基準
で設計されている庁舎については、全数耐震診断を実施しています。
　また、耐震診断の結果、耐震補強の必要有りとの診断がなされた庁
舎については、順次耐震補強工事を実施しております。今後について
も、財政状況や実施体制など取り巻く環境が厳しい中ではありますが、
引き続き、庁舎の耐震化を進めていきます。

０８　総務
部

管財課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０１　県土の安全を確保するよう防災体制の更なる強化を図るこ
と。
　⑤-05　水道事業における基幹水道管などの耐震測定と耐震
化工事を推進すること。

　災害に強い水道施設整備を図るため、県では岩手県水道広域的防
災構想を定め、市町村に対して耐震化計画の策定や耐震化工事を推
進するよう指導しています。市町村では水道施設の耐震化にあたって
は、国庫補助制度を活用した整備を実施しており、県ではそのための
国との協議等を行っています。

０３　環境
生活部

県民くらし
の安全課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０２　県内の地域特性を活かした産業振興を進めると共に、生
活基盤の整備を推進し、均衡ある県土の発展を目指すこと。
　①-1　企業誘致や新規事業者の参入に向けた支援策を強化
し、関連する道路網の整備と住生活基盤の拡充に努めること。

　県では、「いわて県民計画」に掲げる「いわてを支える基盤」の実現に
向け、産業を支える社会資本の整備を進めており、引き続き、高規格
幹線道路等の幹線道路ネットワークとなる復興道路の整備を推進する
ほか、復興道路を補完する道路のあい路区間の解消など、物流の効率
化を支援する道路施策を展開していきます。

０７　県土
整備部

道路建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０２　県内の地域特性を活かした産業振興を進めると共に、生
活基盤の整備を推進し、均衡ある県土の発展を目指すこと。
　①-2　企業誘致や新規事業者の参入に向けた支援策を強化
し、関連する下水道の整備と住生活基盤の拡充に努めること。

　生活の基盤となる下水道などの汚水処理施設については、いわて汚
水処理ビジョン2010」に基づき、地域の実情に合わせて整備を推進す
ることとしています。
　県としては、市町村が実施する汚水処理施設の整備に対し、県単独
費での補助事業等により支援を行っています。

０７　県土
整備部

下水環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
０２　県内の地域特性を活かした産業振興を進めると共に、生
活基盤の整備を推進し、均衡ある県土の発展を目指すこと。
　①-3　企業誘致や新規事業者の参入に向けた支援策を強化
し、関連する上水道の整備と住生活基盤の拡充に努めること。

　上水道については、平成22年３月に策定した「いわて水道ビジョン」に
より、県内全域で安全・安心で安定した水が供給できるよう水道整備に
努めています。
　水道施設の整備にあたっては国庫補助制度があり、各事業体で一定
の要件を満たしている場合、国庫補助を活用して施設整備を実施して
おり、県ではそのための国との協議等を行っています。

０３　環境
生活部

県民くらし
の安全課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

安全で均衡ある県土の発展と再生可能エネルギー開発につい
て
　０２　県内の地域特性を活かした産業振興を進めると共に、生
活基盤の整備を推進し、均衡ある県土の発展を目指すこと。
　②　地場産業や伝統産業への支援策を拡充し、産地振興、需
要開拓、生産額の向上、人材育成に取り組む等、本県が持つ
豊かな地域特性を活かした産業振興と地域経済活性化を強化
誘導すること。

　アドバイザー等の専門家も活用しながら、「いわて希望ファンド」や「い
わて農商工連携ファンド」等、支援制度の利用促進により、地域の特性
を活かした新商品の開発や、農商工連携による新しい取組み等を支援
していきます。 　また、伝統工芸産業における人材育成を支援し、伝統
的な技術・技法の継承を図っていきます。

０５　商工
労働観光
部

産業経済
交流課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

雇用の安定と労働条件の改善について
０１　産業の振興とあわせて、雇用の拡大と安定に向けた施策
を積極的に進めること。
　①　新規学卒者の就職率の向上を図るため、ハローワークと
の連携のもとに、生徒への職業指導・企業や事業主への働きか
けを積極的に行うこと。

　平成26年度においても、配置を希望する県立高校に就職支援相談補
助員を配置し、生徒の就職活動を支援するとともに、各高校において、
ハローワークの学卒ジョブサポーターや各広域振興局に配置される就
業支援員と連携して求人開拓を行うなどにより、生徒一人一人が希望
する進路を実現できるよう積極的に支援していくこととしています。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

雇用の安定と労働条件の改善について
０１　産業の振興とあわせて、雇用の拡大と安定に向けた施策
を積極的に進めること。
　②　雇用を創出するため、職業訓練や職業転換の諸制度を活
用するとともに、雇用拡大に向け、一次産業など幅広い視点か
ら本県における産業構造を踏まえた受け皿作りに努め、必要な
支援対策を講じること。

　県では、復旧・復興や成長分野に対応した職業訓練コースや人材育
成事業の充実を図るとともに、新事業創出や経営支援、企業誘致、農
林水産業、福祉施設整備などの産業振興施策により、雇用の創出に努
めているところです。
　今後も安定的な雇用の確保、拡大に向けて取組んでいきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
雇用の安定と労働条件の改善について
０１　産業の振興とあわせて、雇用の拡大と安定に向けた施策
を積極的に進めること。
　③-02　職や住まいを失った人たちに対する総合的な相談と支
援（就労・生活・住宅・緊急貸付・多重債務・職業訓練など）をさ
らに充実させるよう国に働きかけるとともに、県としても積極的
に施策の展開を図ること。

　県と国が共同で、盛岡市と奥州市に総合就業支援拠点を設置して、
関係市と連携しながら、求職者の生活相談・支援から就職相談・紹介ま
でを一体的に実施しています。
　また、平成27年度から始まる新たな生活困窮者支援制度の実施に向
け、市町村や関係機関と連携しながら、さまざまな生活上の困難を抱え
る人たちに対する支援体制の構築を進めていきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

雇用の安定と労働条件の改善について
０１　産業の振興とあわせて、雇用の拡大と安定に向けた施策
を積極的に進めること。
　④　障がい者に優しい職場環境の整備を進める必要があるこ
とから、働きやすい職場に改善するよう指導を強化すること。

　県では、「障がい者雇用優良事業所」として知事名で表彰した事業所
の雇用事例を県のホームページで公表する等し、職場環境の改善を含
めた意識啓発を図っています。
　また、平成25年度から、厚生労働省が指定するカリキュラムに基づく
ジョブコーチ養成研修を実施しています。障がい者本人や家族への支
援のみならず、事業主や同僚などに対して職務や職場環境の改善の
助言等を行うジョブコーチと同等のスキルを持った人材を養成し、事業
所による支援体制の整備の促進及び障がい者の職場定着を図ってい
ます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

雇用の安定と労働条件の改善について
０２　労働条件を改善し、安全な職場環境をつくるよう指導を強
化すること。
　①　本県は全国平均に比べて労働者の賃金が低いことから、
賃金水準の向上を図るため「地域包括最低賃金」を引き上げる
こと。

  地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から示される引き上
げ額の目安を参考にしながら、都道府県労働局が地域の実情を踏ま
え、地方最低賃金審議会の調査審議を経て決定しなければならないと
されています。  最低賃金の引き上げは、当県における東日本大震災
からの復興及び被災地における生活再建の観点からも重要であると考
えており、県としては、国に対して、本県労働者の生計費や賃金の実情
等を十分に考慮し決定をしていただくよう働きかけています。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｓ　その
他

雇用の安定と労働条件の改善について
０２　労働条件を改善し、安全な職場環境をつくるよう指導を強
化すること。
　②　労働時間の短縮・週休二日制の普及・定年の延長・不当
労働行為の防止・労働安全体制の確立等について、積極的に
指導を行うこと。

　労働基準に関する指導は国の所管となっていますが、県としても、安
心・安全で働きやすい職場環境の整備について、岩手労働局と連携を
図りながら啓発に努めていきます。 ０５　商工

労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

雇用の安定と労働条件の改善について
０２　労働条件を改善し、安全な職場環境をつくるよう指導を強
化すること。
　③　男女雇用機会均等法に基づき、働く女性の権利を守り、
賃金・定年制などの格差をなくすとともに、雇用の機会を広げる
よう指導すること。

　国は男女雇用機会均等月間の設定や、制度改正の説明会の実施に
より、男女雇用機会均等法の周知・啓発を実施しています。
　また、県は国と連携して周知、啓発を行うとともに、企業が仕事と家庭
生活の両立支援及び働き方の見直しを行う際の支援を実施するなど、
働きやすい職場環境づくりの促進に引き続き努めていきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

25



意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
雇用の安定と労働条件の改善について
　０２　労働条件を改善し、安全な職場環境をつくるよう指導を
強化すること。
　④　非正規雇用労働者の「社会保険適用」や安定した雇用を
行うよう企業に対して指導を強化すること。

　国は、労働保険適用促進月間の設定等により集中的な適用促進活
動を展開しているほか、労働基準監督署においては、個別訪問や手続
指導を実施し、未手続事業一掃対策の推進を図っています。また、平
成24年において「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、短時間労
働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大が行われることとされて
います。 　県としては、関係機関と連携しながら、企業に対する普及啓
発に努めていきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

雇用の安定と労働条件の改善について
０２　労働条件を改善し、安全な職場環境をつくるよう指導を強
化すること。
　⑤　県内の事業所（公務労働を含む）において増加している精
神疾患や過労死・過労自殺を防止するため、安心して働ける労
働安全環境改善に向けて、労働基準監督署等の関係機関と連
携して対策を強めること。

　国は、過重労働による健康障害防止に向けた事業主等の意識を高
め、「労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）」の更
なる周知や助言、指導を行う等、実態に応じた取組を促進することとし
ています。
　労働安全衛生については、岩手労働局と国と連携しながら意識啓発
や情報提供に努めていきます。

０５　商工
労働観光
部

雇用対策・
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０１　保健・医療・福祉行政の施策を強化し、県民の全てが健康
で安心して生活できるように努めること。
　①　県内地域医療の拡充に向けて、その中核の役割を担う県
立病院の機能強化を図り、特に、常勤医師の確保や救急医療
体制の充実に努めること。そのためにも、岩手医科大学等との
連携強化や研修医の増加対策を行い、国と一体となって県内
の医師確保に努め、勤務医の加重労働の解消と医師偏在対策
に取り組むこと。

　県立病院の常勤医師の確保等については、関係大学への医師派遣
を強く要請していますが、派遣元の大学においても医師の絶対数が不
足しており、非常に厳しい状況となっています。今後とも、関係大学へ
の派遣要請、即戦力医師の招聘活動を継続するとともに、臨床研修医
の積極的な受入れ、平成28年度以降に本格化する奨学金養成医師の
効果的な配置に努めます。また、医師の偏在については、圏域内にお
ける診療応援体制の強化や内陸と沿岸の圏域を越えた連携を進める
など、県立病院群としてのネットワークを生かしながら必要な診療体制
を確保します。勤務医の負担軽減については、認定看護師等の専門資
格職員の養成、薬剤師・臨床工学技士・臨床心理士等の医療技術部門
の充実強化により医師業務のサポート体制を強化します。

１１　医療
局

医師支援
推進室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
保健・医療・福祉施策の向上について
０１　保健・医療・福祉行政の施策を強化し、県民の全てが健康
で安心して生活できるように努めること。
　②　真に必要な地域医療を確保するための公立病院、民間医
療機関、当該市町村との連携による、岩手型地域医療連携シス
テムを全県的に構築し、高齢化社会に対応した保健・医療・福
祉施策の連携を強め、地域包括ケアの推進を図ること。

　県においては、二次保健医療圏で完結する医療提供体制の構築に
向けた取組を進めており、二次保健医療圏での対応が困難な疾病等
については全県的に対応する体制の構築を進めています。
　こうした中、限られた資源を有効に活用し、地域の医療を支えていくた
めの取組が重要であり、各保健医療圏内での医療機関相互の役割分
担と連携を様々な形で推進していく必要があると考えています。
　このため、各圏域に圏域連携推進会議等を設置し、医師をはじめ関
係者相互に顔の見える連携体制の構築を促進するとともに、こうした場
における協議・調整を通じて、地域連携クリティカルパスの導入等によ
る各疾病に対応した医療機関のネットワーク化を進めています。

０４　保健
福祉部

長寿社会
課、医療政
策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０１　保健・医療・福祉行政の施策を強化し、県民の全てが健康
で安心して生活できるように努めること。
　③　公立病院の救急医療や災害時医療については、一次、二
次救急の拠点としての機能を確立するとともに、消防行政機関
とも連携して、高規格救急車の配備や救急救命士の配置、ドク
ターヘリポートの整備などを図ること。

　ドクターヘリの運航に当たって、救命救急の業務を行う場合は、着陸
地点の安全を確保したうえで、グランドなどの空きスペースに着陸する
ことが可能であり、学校のグランドや駐車場など、全県で570か所の着
陸可能地点を事前に確保しているとことです。 ０４　保健

福祉部

総合防災
室、医療政
策室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

保健・医療・福祉施策の向上について
０１　保健・医療・福祉行政の施策を強化し、県民の全てが健康
で安心して生活できるように努めること。
　④　公的医療機関におけるリハビリテーション機能を強化する
こと。

　県では、いわてリハビリテーションセンターを設置し、本県のリハビリ
テーション医療の中核施設として、リハビリテーションを専門的に行うほ
か、関係施設職員への研修の実施、市町村等における地域のリハビリ
テーションへの支援を行うなど、関係機関・団体等と連携してリハビリ
テーションの充実・強化に努めています。

０４　保健
福祉部

医療政策
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

保健・医療・福祉施策の向上について
０１　保健・医療・福祉行政の施策を強化し、県民の全てが健康
で安心して生活できるように努めること。
　⑤　依然として高い水準にある岩手県の自殺死亡率に歯止め
をかけるため、市町村や関係機関と連携した自殺予防対策の
施策展開を拡充すること。

　県では、平成23年11月に策定した自殺対策アクションプランに基づ
き、市町村における包括的自殺対策プログラム（いわゆる“久慈モデ
ル”）の推進、ハイリスク者への支援体制づくり、自殺対策を担う人材の
育成等に取り組んでいるところです。
　市町村及び関係機関との連携については、関係機関で構成する岩手
県自殺対策推進協議会を設置しているほか、保健医療圏ごとに県、市
町村及び関係団体による連携会議を設置し、地域の実情に応じた自殺
対策を実施しております。
　今後とも、地域の人材養成やネットワークづくりを重点的に行い、一人
でも多くの方に支援が届く体制づくりを推進してまいります。

０４　保健
福祉部

障がい保
健福祉課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　①　市町村の進める高齢者施策・介護保険事業に対する支援
を強化すること。

 介護保険制度の保険者をはじめとして、高齢者福祉施策において市
町村は重要な主体であり、今般の介護保険制度の見直しにより、その
役割はさらに大きくなっているところです。
　県では市町村の施策、事業が効果的かつ円滑に進むよう、情報提供
や助言と共に、必要な措置を国に要望するなど支援していきます。
　現在、高齢者福祉施策の最重要課題である地域包括ケアシステムの
構築についても、県では本年度、市町村等の実態調査をした結果を踏
まえ、平成37年度までの市町村の取組や県の支援策をロードマップとし
て取りまとめ、市町村に提示したところです。今後も、各市町村の状況
に応じたきめ細かな支援をしていきます。

０４　保健
福祉部

保健福祉
部長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　②-01　公的な高齢者及び障がい者用住宅の建設を促進する
こと。

　災害公営住宅の建設にあたっては、一定水準のバリアフリー化を進
めるとともに、高齢者、障がい者や子育て世帯など多様な世帯に対応し
た計画を進めています。

０７　県土
整備部

建築住宅
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　②-02　個人住宅の障がい者向け改造にかかる費用の公的助
成を強化すること。

　障がい者の住宅改修費用の助成については、市町村が地域生活支
援事業として実施しており、国及び県は市町村に対し経費の一部を補
助しています。地域生活支援事業の充実に向けて、国に対し予算の拡
充を要望しているところです。

０４　保健
福祉部

障がい保
健福祉課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　③　「人にやさしいまちづくり条例」の実効性を上げるため、関
係団体・機関への働きかけを更に強化すること。

　県では、「ひとにやさしいまちづくり条例」を制定するとともに、「ひとに
やさしいまちづくり推進指針」を策定し、これに基づいて条例の考え方
やユニバーサルデザイン、バリアフリーの取組及び公共的施設整備基
準や事前協議制度等の普及啓発を図る取組を進めています。具体的
には、事業者、県民、市町村等を対象に「ひとにやさしいまちづくりセミ
ナー」を開催しているほか、ひとにやさしい駐車場利用証制度の普及、
ひとにやさしいまちづくり表彰の実施などに取り組んでいるところであ
り、今後も引き続き関係団体や市町村と連携して条例の実効性を高め
る取組を進めていきます。

０４　保健
福祉部

地域福祉
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　④　障がい者の社会復帰を助ける「職業訓練」「機能回復訓練
施設」を障がい者が通所しやすい場所に設置すること。また、福
祉工場や共同作業所などを拡充し就労の場を増やすこと。

　障がい者の就労支援や機能訓練等を行う障害福祉サービス事業所
の設置については、事業者が通所しやすい場所に設置するか、送迎
サービスの実施により通所手段を確保するよう、事業者に対し指導・助
言してまいります。また、県内どこに住んでいても就労に向けた訓練等
や日中活動ができるよう、障害福祉サービスの基盤整備に取り組んで
いきます。

０４　保健
福祉部

障がい保
健福祉課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
 　⑤　社会福祉法人等が経営している各種施設の安定的な運
営が確保されるよう、支援・指導を行うこと。

　社会福祉施設の適正な運営を確保するため、実地指導や指導監査を
実施し、関係法令等で定められた最低基準の遵守、利用者処遇の確
保等について指導しているほか、県所管の社会福祉法人に対して、理
事会の適正運営や資産管理の徹底について指導監査を行うとともに、
岩手県の約７割の社会福祉法人を所管する県内各市に対して、技術的
助言を行っているところです。
　また、社会福祉法人や社会福祉施設からの経営相談について、岩手
県社会福祉協議会に県の補助で経営指導員を設置し、福祉事業運営
上の会計・財務等全般にわたる相談に対して指導助言を行うほか、適
正な法人運営に向けた役職員の意識改革を啓発するための役職員セ
ミナー等を開催しています。

０４　保健
福祉部

地域福祉
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　⑥-01  生活保護制度の適正実施に向けた生活保護ケース
ワーカーの増員、また、国が行っている生活保護費削減は貧困
の連鎖の拡大が懸念されており、慎重に対応すること。

　県では、社会福祉法に定める配置標準数に基づく職員配置（ケース
ワーカーの人員：（郡部実施機関）被保護世帯65世帯につき１名、（市
部実施機関）被保護世帯80世帯につき１名）や適切な実施体制の構築
について、生活保護法施行事務監査などを通じて、保護の実施機関に
対する指導を行っているところです。
　また、生活保護基準については、国において、平成25年８月１日付で
見直しが行われ、今後３年かけて段階的な実施が行われますが、県で
は、生活保護を受給している方に対し、きめ細やかな相談対応や支援
を行っていくよう、各福祉事務所に対して指導を行っているところであ
り、今後も引き続き指導に努めていきます。

０４　保健
福祉部

地域福祉
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　⑥-02　児童虐待の対応策を拡充するための職員確保を図る
こと。

　児童虐待防止に向けた児童相談所の体制について、これまでに職員
の増員を図ってきたところであり、特に、児童福祉司は、平成25年度に
も２名増員したところです。今後とも、児童虐待の防止対策のため、必
要な体制の整備に努めていきます。
　また、生活保護基準については、国において、平成25年８月１日付で
見直しが行われ、今後３年かけて段階的な実施が行われますが、県で
は、生活保護を受給している方に対し、きめ細やかな相談対応や支援
を行っていくよう、各福祉事務所に対して指導を行っているところであ
り、今後も引き続き指導に努めていきます。

０４　保健
福祉部

児童家庭
課、地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
保健・医療・福祉施策の向上について
０２　福祉施策の強化について
　⑥-03　ＤＶ対応策を拡充するための職員確保を図ること。

　ＤＶの相談や被害者支援の窓口となる配偶者暴力相談支援センター
は県内に12カ所あり、そのうち、９か所は各広域振興局の保健福祉環
境部及び保健福祉環境センターで、県内各地で相談・支援ができるよう
な体制としています。
　今後も、各配偶者暴力相談支援センターの相談員を対象とした研修
会を開催して資質の向上を図り、ＤＶ被害者への対応が充実するよう努
めていきます。

０３　環境
生活部

青少年・男
女共同参
画課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０３　介護保険制度について
　①　日本の高齢化は世界最速で進んでおり、国・自治体が連
携して介護基盤の整備にあたる必要があり、そのための介護基
盤整備を図ること。

　高齢化の進展により、要介護高齢者の増加が見込まれていることか
ら、必要な方が適切な介護サービスを受けることができるよう、計画的
な施設整備を推進するとともに、地域包括ケアシステムの構築による
在宅介護の充実を積極的に支援していきます。

０４　保健
福祉部

保健福祉
部長寿社
会課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

保健・医療・福祉施策の向上について
０３　介護保険制度について
　②　介護保険制度を支える介護支援専門員やホームヘル
パーの確保対策に努めるとともに、雇用条件を確立し身分を保
障するための施策を強化すること。

　介護保険制度の運営においては、介護サービス拠点等の整備と合せ
て、介護人材の確保と育成が重要であると認識しており、他の産業に
比べ、離職率が高いことや平均賃金が低いことなどの課題を踏まえ、
県では介護従事者全般の処遇改善が図られる適切な水準の報酬の設
定を国に要望するとともに、事業所内の職場環境の改善に向けた取組
を進めているところです。

０４　保健
福祉部

保健福祉
部長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０３　介護保険制度について
　③　施設介護の待機者解消のため施設の整備を促進するとと
もに、従来型だけではなく、住み慣れた地域で暮らし続けられる
ような小規模多機能施設、グループホーム、ケアハウス、有料
老人ホームなど多様な施設整備に努めること。

　県では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよ
う、地域包括ケアシステムの構築を視野に入れ、小規模多機能型居宅
介護事業所や認知症高齢者グループホーム等地域密着型施設の整備
を、平成21年度に創設した「介護サービス施設整備等臨時特例基金」
を活用して進めてきたところです。
　同基金の期限が平成26年度末となっていることから、新たに創設する
見込みの基金の活用等を含め、地域密着型施設の整備への支援が継
続できるよう、検討して参ります。

０４　保健
福祉部

保健福祉
部長寿社
会課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
保健・医療・福祉施策の向上について
０４　母子・児童福祉について
　①　将来の望ましい姿として低廉で利用できる良質な保育施
設を十分に確保し、親の就労と子どもの育みを支えることから、
当面、保育料の軽減・延長保育・低年齢児保育等の総合的な
施策を積極的に推進すること。また、今後展開される「子ども・
子育て新制度」への対応に万全を期すこと。

　県では、平成20年度に造成した「子育て支援対策臨時特例基金」を活
用し、民間保育所の整備などの取組を集中的・重点的に支援していま
す。また、保育料については、各市町村の軽減状況等を情報提供する
とともに、保護者負担の一層の軽減を図るため、国に対して全国一律
に定めている基準額の引き下げを要望しています。延長保育など多様
な保育サービスについては、保育対策等促進事業費補助金等により市
町村の取組が拡充するよう財政的に支援しています。
　なお、平成27年４月施行予定である「子ども・子育て支援新制度」への
対応については、各種制度の仕組み等の情報について、適宜・適切に
市町村や事業者、県民に提供していくとともに、実施主体である市町村
の取組が円滑に進むよう助言・支援していきます。

０４　保健
福祉部

児童家庭
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０４　母子・児童福祉について
　②　母子家庭・父子家庭の支援対策を強化すること。

　県では「岩手県ひとり親家庭等自立促進計画」を策定し、相談機能の
充実、就業支援対策の充実、養育費確保の促進、経済的支援の充実
を重点に、ひとり親家庭等への支援に取り組んでいるところです。
　今後とも、相談対応職員の資質の向上、各種事業の周知徹底を図る
とともに、効果的な支援を行うため関係機関と連携し、ひとり親家庭等
の自立に努めていきます。

０４　保健
福祉部

児童家庭
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０４　母子・児童福祉について
　③　児童福祉司を増員するとともに、児童相談センターの機能
を拡充し、児童虐待防止対策を強化すること。

　児童虐待防止に向けた児童相談所の体制について、これまでに児童
福祉司の増員を図ってきたところであり、平成25年度には２名増員した
ところです。今後とも、児童虐待の防止対策のため、必要な体制の整備
に努めていきます。
　また、児童虐待防止アクションプランに基づき、県、市町村等の関係
機関が緊密な連携を図りながら、児童虐待防止の強化に努めていきま
す。

０４　保健
福祉部

児童家庭
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

保健・医療・福祉施策の向上について
０５　消費者保護対策について
　①　消費生活ネットワークシステムを整備し、迅速な消費者相
談や苦情処理を行い、的確な情報提供を行える体制を整えるこ
と。

　県では、全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から
消費生活センターに寄せられる消費生活相談情報の収集を行っている
「全国消費生活情報ネットワークシステム」を活用し相談への対応を行
うとともに、消費生活緊急注意報の発表、プレスリリース、モバイルメー
ルマガジン等各種の方法により適時適切な情報提供に努めています。

０３　環境
生活部

県民くらし
の安全課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
保健・医療・福祉施策の向上について
０５　消費者保護対策について
　②　クレジットカードなどによる多重債務者に対する支援の施
策を強化するとともに、消費教育・金融教育を学校や社会教育
の場を通じて進めること。

　多重債務問題の解決には弁護士等による債務整理が有効であり、岩
手弁護士会と連携して、平成20年度から毎年県内各地で多重債務弁
護士無料法律相談を実施しています。
　また、消費教育・金融教育については、関係機関と連携し、高校生等
を対象とした金融経済セミナーや一般向けの消費生活セミナー等を引
続き開催するとともに、平成26年度からは新たに学校教員向け研修の
実施などの消費者教育の推進に取り組んでいきます。

０３　環境
生活部

県民くらし
の安全課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

保健・医療・福祉施策の向上について
０５　消費者保護対策について
　③　高齢者を狙った悪徳商法や振り込めサギ行為が後を絶た
ない状況にあることから、情報の収集と被害防止対策について
県民に周知すること。

　悪質商法などによる被害の防止のため、手口や相談窓口について、
各種の広報媒体や、県民を対象とする出前講座において情報提供を
行っています。
　また、緊急に提供する必要性が認められる情報については、消費生
活緊急注意報の公表やプレスリリースによる情報提供を行っています。

０３　環境
生活部

県民くらし
の安全課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

自然保護と生活環境の整備について
０１　自然環境を大切にし、生活環境の保全に努めること。
　①　県立自然公園、自然環境保全地域の指定を更に拡大し、
自然環境が保全されるよう施策を進めること。また、自然公園
保護管理員及び指導員を増員し自然環境の保全対策を強化す
ること。

　県立自然公園、自然環境保全地域の指定に当たっては、それぞれの
指定要件に照らして指定し、適正な管理に努めてきたところです。今後
とも、自然環境の変化等に注意しながら、必要に応じて指定地域の見
直しを行っていきたいと考えています。
　また、自然公園保護管理員及び自然保護指導員は、それぞれ自然公
園及び自然環境保全地域を適正に保護管理するため、各地域の実情
に合わせて配置しているところです。増員については、県財政も厳しく
難しい状況であることから、市町村と連携して保全対策の強化を図って
いきたいと考えています。

０３　環境
生活部

自然保護
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

自然保護と生活環境の整備について
０１　自然環境を大切にし、生活環境の保全に努めること。
　②-1　河川改修にあたっては、環境に十分配慮し環境保全型
の工法を取り入れること。

　河川の維持・改修工事においては、河川が本来持つ多様な生物の生
息・生育環境及び良好な水辺空間の保全と創出を図る「多自然川づく
り」を実施しています。 ０７　県土

整備部
河川課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

自然保護と生活環境の整備について
０１　自然環境を大切にし、生活環境の保全に努めること。
　②-2　道路建設等にあたっては、環境に十分配慮し環境保全
型の工法を取り入れること。

　県では、道路建設等を進めるにあたり、希少種保護の検討委員会等
を開催し、有識者より自然環境についての情報提供や保全方法につい
て技術的な助言を受け、必要に応じて希少野生動植物の保全対策を
講じています。 今後とも、道路建設等を進めるにあたっては、有識者等
の助言を受けながら自然環境に配慮した整備を進めていきます。

０７　県土
整備部

道路建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
自然保護と生活環境の整備について
０１　自然環境を大切にし、生活環境の保全に努めること。
　③　環境の変化によって生ずる植生の変化を把握するととも
に、貴重な岩手の植物の保存に努めること。

　県内の希少野生植物の生育環境の変化については、平成20年度か
ら計画的に生育状況調査を進め、このたび平成26年３月に改訂版いわ
てレッドデータブックを発刊したところです。
　平成26年度においても、引き続き追跡調査を実施して希少野生植物
の現況把握及び保護に努めることとしています。

０３　環境
生活部

自然保護
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

自然保護と生活環境の整備について
０１　自然環境を大切にし、生活環境の保全に努めること。
　④  適切な有害鳥獣駆除対策により野生動物の生態系管理
に努めること。同時に、山林の環境破壊により、ニホンジカ、
熊、野生猿、猪などの野生動物の農作物の被害拡大が発生し
ており、関係者と連携し実態把握調査をはじめ今後の被害対策
を図ること。

　農業被害や自然植生被害により、特に人との軋轢が高まっているニ
ホンジカについては、平成25年11月に捕獲の強化に重点を置いた第４
次シカ保護管理計画を策定したところであり、捕獲上限の撤廃等規制
緩和による狩猟の促進とともに、市町村が実施する有害鳥獣捕獲とも
連携した効果的な個体数管理を進めることとしています。
　平成26年度には、捕獲効果が高い春季に市町村が連携して集中的
に有害捕獲に取り組むことができるよう、新たに全県一斉ニホンジカ有
害捕獲強化期間を設定するとともに、平成25年度に引き続き、原発事
故の影響による狩猟の減少を補う県によるシカ捕獲を実施します。

０３　環境
生活部

自然保護
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

自然保護と生活環境の整備について
０１　自然環境を大切にし、生活環境の保全に努めること。
　⑤  山林の環境破壊により、二ホンジカ、熊、野生猿、猪など
の野生動物の農作物の被害拡大が発生しており、関係者と連
携し実態把握調査をはじめ今後の被害対策を図ること。

　鳥獣被害対策については、市町村等の関係機関・団体と連携し、毎
年、野生鳥獣による農作物の被害状況調査を実施し実態の把握に努
めるとともに、今年度から環境生活部と農林水産部が一体となって、シ
カの広域一斉捕獲や集中的な有害捕獲等への支援、わな導入や侵入
防止柵設置等に対する支援による捕獲・被害防止対策の強化、侵入防
止効果の高い柵等の技術実証の実施による被害防止技術の向上、地
域の被害防止活動を推進する指導者育成のための研修会開催による
担い手の育成などに取り組んでいるところであり、今後とも総合的な被
害対策に取り組んでいきます。

０６　農林
水産部

農業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

自然保護と生活環境の整備について
０２　快適な生活環境の整備と、県内河川の水質汚濁防止と廃
棄物の適正処理に努めること。
　①　快適な生活環境と水質保全のため「新全県域汚水適正処
理構想」を促進し、残された地域の生活排水対策を進めること。

 汚水処理に係る県構想「いわて汚水処理ビジョン2010」では、水洗化
人口割合（総人口に対する水洗化人口等の割合）の向上や未処理家
庭雑排水量を削減等を目標に掲げています。目標達成に向けての取
組を推進するため、県構想に基づく「岩手県汚水処理実施計画」により
汚水処理の普及拡大に努めていきます。

０７　県土
整備部

下水環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
自然保護と生活環境の整備について
０２　快適な生活環境の整備と、県内河川の水質汚濁防止と廃
棄物の適正処理に努めること。
　②　上水道に利用している原水の水質管理に万全を期すとと
もに、地下水を含む水源の汚染防止対策に努めること。

　県は原水の水質管理に資するため、水道水源となっている河川にお
けるクリプトスポリジウム等の耐塩素性微生物や農薬についての水質
調査を実施しているほか、水道水源を含む公共用水域や地下水につい
ては、水質汚濁防止法に基づきモニタリングを実施しています。
　また、水道事業者等は岩手県水道水質管理計画に基づいて地下水
を含めた代表的な水源の水質把握を行っています。
　今後も引き続き、安全で安心な水道水を供給できるよう、水質管理に
万全を期したいと考えています。
　水質汚濁防止法の特定施設に対して、毎年計画的に立入検査を実
施し、排水処理施設の状況や排出水の汚染状態について監視を行い、
概ね問題ないことを確認しています。

０３　環境
生活部

県民くらし
の安全課
環境保全
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

自然保護と生活環境の整備について
０２　快適な生活環境の整備と、県内河川の水質汚濁防止と廃
棄物の適正処理に努めること。
　③　廃棄物の減量対策については、拡大生産者責任の概念
を政策化するよう国に求めるとともに、「循環型地域社会の形成
に関する条例」等に基づき、資源化・再利用・再使用を促進する
よう施策を展開すること。

 廃棄物の発生抑制に係る「拡大生産者責任」については、これまで国
に働きかけを行ってきましたが、これからも必要な働きかけを継続して
いきます。 　また、循環型社会の形成に向けて、「岩手県循環型社会
形成推進計画」に基づき、ごみ排出量等について、全国的にも高い目
標値を定め、ごみの減量化をはじめとする３Ｒ（発生抑制、再使用、再
生利用）の取組を促進しているほか、「循環型地域社会の形成に関す
る条例」に基づく再生資源利用認定制度の実施、廃棄物の資源化に係
る技術開発研究、事業者が産業廃棄物の発生抑制やリサイクル等に
取り組むための事業支援などを実施しています。

０３　環境
生活部

資源循環
推進課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

自然保護と生活環境の整備について
０２　快適な生活環境の整備と、県内河川の水質汚濁防止と廃
棄物の適正処理に努めること。
　④　事業場等に対する監視指導体制を強化し、水質汚濁防止
法・悪臭防止法等に基づく違反企業に対して厳正に対処するこ
と。

　水質汚濁防止法等の規制対象施設に対して、毎年計画的に立入検
査を実施し、排水処理施設の状況や排出水の汚染状態について監視
を行い、その結果、排水基準違反のあった事業所に対しては厳正に対
処しています。

０３　環境
生活部

環境保全
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
交通対策と交通安全の確保について
０１-3　ＩＧＲいわて銀河鉄道、三陸鉄道に対する自治体負担と
利用者負担を軽減するため、利用促進対策を強化するととも
に、国に対して新たな支援策の強化を求めること。

　ＩＧＲいわて銀河鉄道は、今後、沿線人口の減少等による利用者の減
少が見込まれているところです。このため、ＩＧＲにおいては平成25年４
月から運賃引下げを行い、利用者の拡大に取り組んだほか、県におい
ては、ＩＧＲによる沿線市町への着地型旅行商品造成を支援していま
す。
　三陸鉄道については、東日本大震災津波による施設被害からの復旧
が進み、平成26年４月に全線が運行再開しますが、その利用促進にあ
たっては、県と関係市町村で構成する「岩手県三陸鉄道強化促進協議
会」を通じて、沿線住民に利用を働きかけるとともに、利用者補助制度
や旅行エージェントによる誘客支援、企画列車等の実施など、幅広く活
動を展開していきます。
　今後とも、これらの利用促進対策を県・市町村が地元の住民の皆さん
と協働しながら進めていくほか、ＩＧＲいわて銀河鉄道、三陸鉄道の将来
に渡る安定的な運営に向けて、施設整備に対する補助の充実など、引
き続き他の都道府県と連携し国に働きかけていきます。

０２‐２
政策地域
部

地域振興
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

交通対策と交通安全の確保について
０１-1　公共交通機関を優先し、通勤ラッシュを解消するため、
バス専用レーンの延長・交通規制の強化・自転車道等の整備を
進めること。

　県警察の交通渋滞緩和対策としては、交通管制センターの整備、交
通流・交通量に応じた信号機運用や交通規制の実施、タイムリーな交
通情報の提供などを行っています。 盛岡市内における主な交通渋滞
緩和対策としては、 ・バス優先レーン　１区間　1,400メートル ・バス専
用レーン　３区間　4,785メートル を設置し、さらには、中央線変移規制
や公共車両優先システム（PTPS)の導入による公共輸送車両の優先通
行規制を実施するなど路線バスのスムーズな運行促進に努めていま
す。 交通渋滞緩和対策については、今後とも、道路管理者等関係機
関・団体と連携を図りながら取り組んでいきます。また、自転車が関わ
る事故防止対策の一環として、 ・自転車通行部分指定　　10区間
5,334メートル ・自転車専用通行帯　　　　５区間　1,690メートル 　計
7,024メートル を設置しています。 今後も、交通渋滞緩和対策と併せ
て、道路管理者と連携して自転車の通行環境の整備に努めていきま
す。

１８　警察
本部

交通部交
通規制課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

交通対策と交通安全の確保について
０１-2　公共交通機関を優先し、通勤ラッシュを解消するため、
自転車道の整備を進めること。

　自転車道等の整備については、必要性や緊急性の高い箇所から整
備を進めており、今後の交通量の推移、地域の沿道状況や県全体の
進捗等を踏まえ検討していきます。

０７　県土
整備部

道路環境
課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
交通対策と交通安全の確保について
０２　市街地での交通渋滞解消に向け、県事業で進めている道
路整備を早急に進めるとともに、国道・県道・市町村道の有機
的な改良についても関係機関に働きかけること。

　盛岡市内の早期の渋滞解消・緩和を図るため、現在、長田町から仙
北一丁目などの道路整備を重点的に進めています。
　また、より効率的、効果的な渋滞対策となるように各種協議会の場を
通じて、国・県・市が連携して事業推進を図るとともに、時差出勤、公共
交通機関の利用促進など、ソフト的施策を組み合わせながら、渋滞対
策に引き続き取り組んでいきます。

０７　県土
整備部

都市計画
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　①-01　道路の安全性を確保するため、トンネルや橋梁の危険
個所を常時点検すること。

　トンネルや橋梁については、定期的に点検を実施し損傷状況を把握
するとともに、修繕が必要と判断された施設については計画的に対策
を実施することとしています。
　また、道路パトロールにより県管理道路の状況把握を行うとともに、随
時維持修繕を実施しています。 　安全・安心な道路交通確保のため、
今後とも、より一層良好な道路維持管理に努めていきます。

０７　県土
整備部

道路環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　①-02　道路の安全性を確保するため、安全運転指導を強化
すること。

　自動車運転者に対しては、交通安全教育として運転免許更新時にお
ける講習及び安全運転管理者等に対する講習などの法廷講習、地域
や職場での交通安全講習などの任意講習を通じて実施しているほか、
道路交通情報の積極的な提供や関係機関・団体と連携した各種広報
啓発活動及び該当における交通指導取締り活動等を推進して安全運
転指導に努めています。

１８　警察
本部

交通部交
通企画課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　②　地域住民の生活に不可欠な地方バスの運行を確保する
ための施策を強化すること。また、地域交通・生活交通の維持
は立派な福祉サービスであり、まちづくりに不可欠な施策として
位置づけこと。

　地方バスは、住民の日常生活を支える交通手段として重要な役割を
果たしていることから、国との協調補助や県単独補助により、広域的か
つ幹線的な路線の維持を図っています。
　また、平成25年12月に交通政策基本法が交付され、交通に関する施
策に係る基本理念や関係者の責務が定められたところであり、この中
には交通のバリアフリー化を進めることも盛り込まれています。
　こうした国の動きを踏まえながら、引き続き、住民の日常生活に必要
な移動手段の維持・確保に向けて、適切に対応していきます。

０２‐２
政策地域
部

地域振興
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　③　県をはじめ各自治体において自主的・主体的に交通政策
が立案できるよう、国が持っている交通行政の権限の一部を自
治体に移譲するなど、自治体の決定権の拡充を国に働きかけ
ること。

  平成25年12月に交通政策基本法が交付され、自治体の責務として、
交通に関し、区域の諸条件に応じた施策を策定し、実施することや法律
の基本理念について住民等の理解を深め、協力を得ることが定められ
ました。
　また、人口減少や高齢化が進む中で、持続可能な地域公共交通ネッ
トワークを形成するために、国においては、まちづくりと一体となった地
域公共交通の再編を進める枠組みを新たに盛り込んだ「地域公共交通
活性化再生法」の改正案が今国会に提出されたところです。
　この法案が成立すれば、これまで以上に地域公共団体が先頭に立
ち、交通事業者等との合意の下で、住民の日常生活に必要な移動手
段の維持・確保を図っていくことが重要になるものと考えます。
　今後においても、地域における住民生活に密接に関係する交通行政
については、地方自治体の意見が反映されるような仕組みを構築する
よう、国に働きかけていきます。

０２‐２
政策地域
部

地域振興
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　④　冬期間の交通安全のため、除排雪・融雪等の対策を強化
するとともに、坂道・交差点等の車道に「ロードヒーティング」を
施工すること。

　冬期の交通安全対策について、県では、除雪計画及び除雪作業出動
基準等に基づき、除俳雪や融雪剤散布等を実施しています。
　また、ロードヒーティングについては、現地状況や交通量等を総合的
に判断し、必要性や緊急性の高い箇所について整備を実施していま
す。
　今後も、より一層安全で安心な冬季通行の確保に努めていきます。

０７　県土
整備部

道路環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　⑤　歩行者の安全を確保するため、要望の多い横断歩道の新
設や信号機の設置を促進すること。

　交通信号機や横断歩道等の交通安全施設整備については、各自治
体やじゅうみんとうからの意見要望等も踏まえ、道路環境及び交通実
態を調査し、全県的観点から総合的にその必要性、緊急性を検討し、
整備に努めています。 県内の整備状況は、平成２５年３月現在 ・信号
機　　1,888基 ・横断歩道　9,876本 となっています。 なお、交差点にお
ける歩行者等の安全を確保するため、歩行者等と自動車等の通行を時
間的に分離し信号機を運用する歩者分離化を県内39か所において整
備しております。 今後とも歩行者等の安全確保のため、効果的な交通
安全施設の整備を計画的に推進していきます。

１８　警察
本部

交通部交
通規制課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　⑥　市町村が配置している交通指導員の待遇改善について、
県においても積極的に支援すること。

　交通指導員の待遇等については市町村の条例等で定められており、
県では、交通指導員設置費補助金を通じて、交通指導員の報酬に対す
る支援を行っています。 ０３　環境

生活部
県民くらし
の安全課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　⑦　県内タクシー業界の経営危機を救済するための「タクシー
適正化・活性化特別措置法」の実行を高めるための行政支援
策を実施すること。

　改正タクシー事業適正化・活性化特別措置法では、競争環境が特に
厳しい大都市などを国土交通大臣が「特定地域」に指定した上で、新規
参入と台数増加を禁止するなど、供給過剰の解消を図り、タクシー事業
の適正化及び活性化を推進することとされたところです。
　「特定地域」の指定基準等の制度の詳細については、同法を所管す
る国土交通省からまだ示されていないことから、国の動向の把握に努
めるとともに、必要に応じて、適切に対応していきます。

０２‐２
政策地域
部

地域振興
室

Ｓ　その
他

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　⑧　国道281号線の改良工事事業を促進し、盛岡圏域との交
通時間短縮を図ること。

国道281号については、岩手町大坊地区及び久慈市案内地区において
改良整備を進めており、早期完成を目指し、今後とも地元の御協力を
頂きながら整備推進に努めていきます。
　なお、その他の区間については、交通量の推移や公共事業予算の動
向等を見極めながら検討していきますが、早期の整備は難しい状況で
す。

０７　県土
整備部

道路建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

交通対策と交通安全の確保について
０３　交通輸送の安全性を確保し、交通弱者を保護すること。
　⑨ ＪＲ岩泉線廃止に伴う押角トンネルを含む国道340号線未
整備区間の道路改良整備については、鉄路の代替交通路線と
して早期の整備促進を図ること。

一般国道340号におけるＪＲ岩泉線に並行する未整備区間の改良整備
については、平成９年度から事業を進めている和井内道路に加え、平
成26年度は、最大の難所である押角峠のあい路解消を目的とした押角
峠工区を新たに事業化することとしており、これらの工区の整備効果の
早期発現を目指し、事業推進していきます。

０７　県土
整備部

道路建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　①　通常学級における特別な支援を要する子どもに対する課
題や いじめ、不登校、学級崩壊など、深刻な問題が山積してお
り、一人ひとりの子どもへのきめ細やかな教育を進めること。

　子どもを取り巻く社会状勢は複雑多様化しており、特別な支援を要す
る児童生徒への教育の在り方をはじめ、いじめ問題、不登校、学級崩
壊等の諸問題については、いつでも、どの学校でも起こり得る問題とし
て正面から受け止め真摯に対応していく必要があります。
　今後とも児童生徒が明るくのびのびと学校生活を送ることができるよ
う、必要な支援を行うとともに、所要の施策を立案し、きめ細やかな教
育を実現して行きます。

１４　教育
委員会事
務局

教育委員
会学校教
育室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　②　障がいのある子どもが差別されることなく、安心して学習
できるようにインクルーシブの理念に基づいた教育を進めるこ
と。

　国では「障害者の権利条約(平成18年12月）」に署名し、平成23年８月
に「障害者基本法の一部を改正する法律」が施行され、「国及び地方公
共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏
まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者であ
る児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に共育を受けられ
るよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要
な施策を講じなければならないこと」「国及び地方公共団体は、障害者
である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同
学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければな
らない」としております。その後、平成25年６月に障害者差別解消法を
成立させるなど国内法を整備し、同12月、条約の承認案が国会で正式
承認され、平成26年１月20日、国際連合事務局に批准が承認されまし
た。
　平成25年11月策定の「いわて特別支援教育推進プラン」〔平成25年度
～平成30年度〕においても、その基本理念を「共に学び、共に育つ教
育」としており、今後とも市町村教育委員会における就学指導の改善
や、特別支援学校児童生徒の居住地にある学校との交流及び共同学
習を一層推進しながら、「いわて特別支援教育推進プラン」の着実な実
行に努めていきます。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　③　いじめや不登校問題等の解決に向けては､学校・家庭・社
会が協力していくことが必要であり､スクールカウンセラーの増
員とそのネットワークの整備等を進めること。

　通常のスクールカウンセラーの配置に加え、被災地域の教育事務所
に巡回型カウンセラーを配置するなど、重層的なサポート体制を整備し
ています。内陸部についても、緊急事案に柔軟に対応できる体制を整
備しています。 １４　教育

委員会事
務局

教育委員
会学校教
育室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　④-01　教育費の父母負担を軽減すること。

【小中学校（就学援助）】
　経済的な理由により就学困難な児童生徒に対する就学援助事業は、
教育の機会均等を図るための重要な制度であると認識しています。各
市町村において、就学援助事業が適切に実施されるよう、就学援助事
業の充実、適切な運用や保護者への制度の周知などについて、市町
村教育委員会に対し毎年度働きかけているところであり、今後も引続き
取り組んでいきます。
 【県立高校授業料】
　国において高校授業料無償化制度に所得制限を導入する改正法案
が成立したところであり、平成26年４月からの新入生については、新制
度である高等学校等就学支援金制度による授業料の支援が始まりま
す。
　なお、平成25年度までに県立高校に在学している生徒については、
旧制度（授業料不徴収制度）が引き続き適用されます。
　そのほか、特別な事由により授業料を徴収している生徒については、
生徒が経済的理由で修学困難とならないよう、授業料減免制度により、
授業料の全額又は半額免除を実施しているほか、奨学金制度により修
学の支援をしています。
 【奨学金制度】
　震災で被災したことにより親を亡くした又は行方不明となった児童生
徒等を対象とした返還不要の給付型奨学金制度及び被災世帯の高校
生を対象とした特例採用奨学金制度を創設しました。
　また、高校授業料無償化後の授業料以外の教育に係る経済的負担
を軽減するため、低所得世帯の生徒や特定扶養控除見直しに伴い負
担増となる世帯の生徒を対象に奨学金の貸与を行うとともに、学校卒
業後の収入が一定額に満たない場合に返還を猶予する所得連動型返
還猶予制度を導入したところです。
　なお、国では平成26年度予算において給付型の奨学金制度を盛り込
んでいるところです。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　④-02　私立学校に対する助成を強化すること。

　私立助成の中心である運営費補助については、年々生徒一人当たり
の標準補助単価を増額していること、また、平成26年度当初予算案に
おいては、私立学校耐震化支援事業費補助を新規事業として盛り込ん
でおり、私学助成の強化に努めています。

０８　総務
部

法務学事
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑤　教職員が余裕を持って子どもたちと接することが出来るよ
う、労働負担を軽減する措置を強化し､健康管理に万全を期す
こと。また、病欠者等の代替教職員の予算措置を充実させるこ
と。

　これまで、調査・照会文書や会議・研修の精選、勤務時間外状況記録
簿の導入などにより教職員の多忙化を解消し、教職員が子どもたちと
関わる時間を十分に確保するとともに、教職員の健康管理が維持でき
るよう取り組んでおり、今後も常に工夫・改善を行っていきます。
　また、病気による休職者がいる場合には、補充の教職員を配置して
おり、校務に支障がないよう取り組んでいます。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑥　各種研修については、教職員の過度の負担とならないよ
うにするとともに、その内容や期間などについて精選を行うこ
と。

　本県では平成21年度から教員研修体系を抜本的に見直し、教員免許
更新制に対応した授業力向上研修の実施、15年研修の廃止、初任研
の見直し等様々な改善に取り組んでいます。また、総合教育センターで
は悉皆の研修を精選し、教職員の希望や選択を尊重した希望研修を
拡充する取組も行っています。今後もより充実した研修となるよう、内容
や期間等の精選を行っていきます。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑦-1　障がいのある幼児の全てが幼児教育を受けられるよ
う、公立の幼稚園を充実させること。

　障がいや発達上の課題がある幼児について、集団の中で生活するこ
とを通して全体的な発達を促していくことに配慮し、市町村担当課、特
別支援学校などの関係機関と連携及び協力を図りつつ、幼児一人一
人の障がいの状況とニーズに応じた指導内容と指導方法の工夫を計
画的、組織的に行いながら、各公立幼稚園が対応していると認識して
います。
　また、必要に応じて県教育委員会としても支援を行っています。

１４　教育
委員会事
務局

教育委員
会学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑦-2　障がいのある幼児の全てが幼児教育を受けられるよ
う、公立の保育所を充実させること。

　現在、保育所における障がいを持つ幼児の受入については、公立・
私立の別なく行われており、県としては、今後も、障がいを持つ幼児が
必要な幼児教育・保育を受けることができるよう、市町村に対し助言等
を行っていきます。

０４　保健
福祉部

児童家庭
課

Ｓ　その
他
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑧　臨時採用教職員の身分を保障し、権利の確立と労働条件
の改善を図ること。また、臨時採用教職員の採用時に勤務条
件・諸権利に関して十分な説明を行うこと。特に、非常勤教職員
の多くは、年収200万円程度であり、夏季休業中と冬季休業中
に収入が少なく、生活が苦しい状況にある非常勤教職員の賃金
改善を行うこと。

　臨時的任用教職員の採用の際には、書面又は口頭で休暇や服務、
公務災害、厚生福利等について説明していると認識しています。今後と
も十分な説明を行うよう随時周知していきます。
　今後、児童生徒数の減少や統廃合の進行等を踏まえ、教職員定数を
計画的に管理しなければならない現状において、本県の実情に応じた
きめ細やかな教育の充実を図っていくためには、正規の任用ではない
臨時的任用教職員や非常勤教職員を活用していく必要があります。
　非常勤教職員の場合、その勤務形態から正規任用の教職員とは収
入に差が生じることはやむを得ないところと考えていますが、これまでも
適正な勤務条件の確立のため、休暇制度などにおいて改善を図ってき
たところです。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑨　学校現場の安全衛生管理体制の確立と多忙化の解消を
図るため、全ての教育委員会および全職場に、労働安全衛生
委員会を設置し、学校での産業医による面接指導体制を整備
するとともに、学校現場での労働安全衛生の課題が解決される
よう進めること。

　労働安全衛生法では、衛生委員会の設置は50人以上の事業場とさ
れており、50人以上の教職員が勤務する県立学校48校、市町村立小
中学校１校に衛生委員会が設置されています。
　これらの学校においては、衛生委員会が年１～２回程度開催されてお
り、メンタルヘルス対策や健康診断結果などについて、管理職、衛生管
理者、職員団体の代表者に産業医を交えて審議・情報共有することに
よって、教職員の健康の保持増進に努めています。
　なお、50人未満の学校については必置義務はありませんが、各市町
村教育委員会に対して、労働安全衛生管理体制の整備について助言
するとともに、県の体制や取組の紹介、県主催の研修会への参加を呼
び掛けるなど、引き続き必要な支援をしていきます。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑩　管理職が教職員の労働時間を適正に把握するように指導
し、労働安全衛生法に則り、学校の設置者や校長には教職員
への安全配慮義務があることを徹底すること。また、教育委員
会、教育事務所、市町村教育委員会の段階で、多忙化解消の
ための具体的な措置を講じること。

　勤務時間の適正な把握については、県立学校においては平成24年
度から「勤務時間外勤況記録簿」を導入し、適正な把握に努めていま
す。また、市町村立の小中学校についても同様の取組を検討するよう、
市町村教育委員会に依頼しているところです。
　安全配慮義務については、社会経済状況の変動により、近年その内
容が大きく変わり、職員の精神衛生が取り上げられるようになってきて
いることから、その重要性について管理監督者に周知を図っていきま
す。
　多忙化の解消については、平成25年度の取組として、学校訪問等を
通じて、現場の教職員から直接各学校の業務多忙の状況や勤務負担
軽減の取組状況などの聞き取りを行ったところです。
　今後、聞き取りの結果等を踏まえ、特に事務的業務の効率化を図る
こと、優良取組事例の共有化などにより学校における業務の改善を促
進すること等により、教員の負担軽減に向け一層努めていきます。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑪　県学習定着度状況調査については、学級学校間の平均
点による比較材料となり、また、これまでもそれぞれの学校にお
いて、指導内容に応じて適正なテストを行い、個々の状況を把
握し授業改善を行ってきていることや、採点・集計の業務が現
場の多忙化につながっていることから廃止すること。

　岩手県学習定着度状況調査は、児童生徒一人一人の学習の定着状
況を把握し、その結果をもとに指導の充実を図ることを目的に実施して
います。結果の分析においては、平均正答率の高低のみに注目するの
ではなく、正答数の分布状況や課題の見られる問題に着目することと
し、分析結果から各校において必要な指導を立案し実施するなど、一
人一人の学力を保障する取組を進めています。県は、学校の取組を支
援するために、分析ツールを提供したり、指導改善の手引きを作成し各
校に配付するなどの取組を行っています。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ｄ　実現
が極めて
困難なも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑫-01　「高校生の学びを社会全体で支える」趣旨が十分に生
かされるよう、高校授業料無償化への所得制限導入に反対し完
全無償化を図ること。

　国において、高校授業料無償化制度に所得制限を導入する改正法
案が成立したところであり、県としては改正後の法律に則り、４月からの
所得制限の導入による就学支援金制度が円滑に実施できるよう周知
するとともに、条例改正や事務処理体制の整備等に努めていきます。

１４　教育
委員会事
務局

教育企画
室

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑫-02　「高校生の学びを社会全体で支える」趣旨が十分に生
かされるよう、高校授業料無償 化への所得制限導入に反対し
完全無償化を図ること。

　平成26年度からの就学支援金制度に所得制限が導入されますが、こ
れに伴い、低所得世帯等の就学支援金加算額が増額される他、高校
生の教育費負担軽減策の拡充も見込まれており、これら制度と併せて
修学支援に努めていきます。

０８　総務
部

法務学事
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑬　学校図書館司書の配置と図書教育の充実を図ること。

　小中学校における学校図書館担当職員の配置については、市町村
の権限、判断によりますが、平成24年度から地方交付税措置された趣
旨を踏まえ、各市町村に情報提供するなど、学校図書館の充実に向け
て働きかけています。
　また、高等学校においては、司書教諭等の図書館担当職員が中心と
なり、事務職員等の協力を得ながら、図書館を運営しています。現在、
12学級以上の高等学校全37校において、図書館運営に係る学校事務
職員の役割を校務分掌として明確化し、学校図書館の充実を図ってい
ます。

１４　教育
委員会事
務局

教職員課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑭　県立高等学校新整備計画については、被災地などの地域
振興とも密接に関連することから､県民・地域の要望を十分受け
とめ､地域の将来を担う人材育成に資するものとなるよう、十分
に配慮すること。また、通学支援バスの運行継続を図ること。

　平成23年度上半期において「第二次県立高等学校整備計画(仮称)」
を策定することとしていましたが、東日本大震災津波の甚大な被害及
びその影響を踏まえ、策定を見送っている状況です。
　大震災津波の影響や、少子化の一層の進行、復興教育への取組等、
生徒や学校を取り巻く環境が大きく変化しており、平成26年度から今後
の岩手の高等学校教育の在り方についてあらためて検討を行います。
　この検討にあたっては、外部有識者による検討委員会を立ち上げて
議論を行う予定であり、地域の方々からも意見を伺いながら進めていき
ます。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０１ 子どもの権利条約の理念に基づき、子どもの自主性を尊重
し、創造力を育てるゆとりある教育を進めること。
　⑮  小中学校における部活動やスポーツ少年団活動につい
て、子どもたちにとって過度の負担となる過熱した状況が見られ
ることから、第２第４日曜日を原則とした月２回以上の完全休養
日が全ての学校で実施されるように指導すること。また、平日の
活動時間についても県の通知の趣旨が徹底されるように指導
すること。

 平成23年４月22日「児童生徒のよりよいスポーツ活動の推進につい
て」により、運動部活動やスポーツ少年団等において適切な休養日や
活動時間を設定すること。また、学校と外部指導者等との情報交換の
場の設定をするように通知した。
　今後の取組として、「児童生徒のより良いスポーツ活動の推進につい
て」の通知をもとに、これまでも行ってきた各教育事務所の指導主事に
よる学校訪問や各種研修会、校長会等において趣旨の徹底を行い、改
善の必要性のある学校に対して個別の学校訪問を継続することとす
る。

１４　教育
委員会事
務局

スポーツ健
康課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０３　地域文化の習得やスポーツ活動の向上に向けた施策を展
開すること。
　①　地域の伝統芸能や文化財の保護育成を図るため、児童
生徒が積極的に習得する機会をつくるとともに、地域の行事に
参加できるよう配慮すること。

　地域の歴史や風土の中で培われてきた伝統芸能や文化財は、児童
生徒が郷土の歴史や文化を理解するために欠くことのできないもので
す。民俗芸能については、民俗芸能フェスティバルの開催や、学校と民
俗芸能団体との連携により、児童生徒の民俗芸能活動への参加と民
俗芸能の習得を図っています。文化財の保護については、地域に伝わ
る文化財の国・県指定文化財への指定を推進し、児童生徒の文化財保
護に対する認識が高まるよう取り組んでまいります。

１４　教育
委員会事
務局

生涯学習
文化課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０３　地域文化の習得やスポーツ活動の向上に向けた施策を展
開すること。
　②　生涯学習を活発にするため、文化・スポーツ団体の育成と
各団体が利用できるよう市町村と連携して、施設の整備充実を
図ること。

　文化・スポーツ団体をはじめとする生涯学習団体は、県民の多様な学
習ニーズに応じた自主的な取組を展開しており、生涯学習の振興にお
いて重要な組織です。現在、県教育委員会では、生涯学習で学んだ知
識や技能を学校教育や地域社会において生かす「知の循環型社会」の
構築を目指し、放課後子ども教室や学校支援地域本部事業等の事業
を行っています。学びの成果を生かすことのできる活躍の場を提供する
ことにより、文化・スポーツ団体の育成を推進するとともに、市町村と連
携しながら関係施設の整備充実や研修機会の提供に引き続き取り組
んでいきます。

１４　教育
委員会事
務局

生涯学習
文化課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
教育・文化・スポーツの振興について
０３　地域文化の習得やスポーツ活動の向上に向けた施策を展
開すること。
　③　選手の競技力向上だけではなく、スポーツ医科学に基づ
いた指導を進めるため、指導者の育成を積極的に進めること。

各競技団体の指導者を対象に、指導技術や心理サポート、資質向上を
目的に指導者研修会を実施、また選手の健康管理、スポーツ外傷・傷
害予防、効果的な栄養摂取の仕方などスポーツ医・科学に基づいた知
識・技術を習得するためのスポーツ医・科学講習会を実施し、指導者の
育成につなげていきます。

１４　教育
委員会事
務局

スポーツ健
康課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

教育・文化・スポーツの振興について
０３　地域文化の習得やスポーツ活動の向上に向けた施策を展
開すること。
　④　体育・スポーツ活動に児童生徒が自ら積極的に取り組む
ことのできる環境整備を図ること。

　小学校の体育授業や中学校及び高等学校の運動部活動等において
地域のスポーツ指導者を活用した「小学校体育実技アシスタント派遣
事業」や「中学校体育活動サポート事業」「運動部活動地域スポーツ指
導者派遣事業」を実施し、児童生徒が体育・スポーツ活動に意欲的に
取り組める環境整備に継続して取り組んでいきます。
　また、児童生徒が地域において運動やスポーツに取り組みやすい環
境づくりとして、総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援を継続して
推進していきます。

１４　教育
委員会事
務局

スポーツ健
康課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

教育・文化・スポーツの振興について
０３　地域文化の習得やスポーツ活動の向上に向けた施策を展
開すること。
　⑤　２巡目いわて国体、いわて大会(全国障害者スポーツ大
会)の開催にあたっては、被災地の早期復興の願いに向けた県
民総意と参加による取り組みに配慮し、隣県や各市町村、体育
関係団体との連携のもとに進めること。

　「希望郷いわて国体」は、大震災津波からの復興を最優先課題として
取り組んでいる中での開催となり、「復興のシンボル」として、復興の力
となる国体をめざし、「県民との協働」を基本に、県民の総力を結集して
開催することとしており、できるだけ多くの県民の皆様、企業・団体の皆
様の主体的な参画をいただきたいと考えています。
　県内の各地域で世代を超えた多くの県民の皆さんに参加していただ
き、花いっぱい運動や、クリーンアップ運動などが進められるよう、市町
村と連携を取り県民運動を展開していくとともに、競技役員派遣などに
ついては、他県や関係団体の協力もいただきながら競技会を開催して
いきます。

４１　国
体・障が
い者ス
ポーツ大
会局

総務課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

教育・文化・スポーツの振興について
０３　地域文化の習得やスポーツ活動の向上に向けた施策を展
開すること。
　⑥　学校給食については、栄養バランスがとれた献立や子ど
もの食生活改善を重視し、安全性の確保や一次産業に対する
理解を深め、地産地消運動を高めるために地元食材の利用促
進に努めること。なお、学校給食を教育の一環と位置づけて、
調理員や栄養士などの必要な人員配置のもとに、積極的に取り
組むこと。

　学校給食は、学校における食育推進の中核となっており、栄養の偏り
のない食事の提供や食に関する指導を効果的に進めるための重要な
教材であることから、学校設置者において児童生徒の実態や地域の実
情に応じて、適切に行われることが大切であると考えており、引き続き、
各市町村や学校に対して働きかけていきます。

１４　教育
委員会事
務局

スポーツ健
康課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
男女平等社会の構築について
０１　地域の特性を考慮した実効性のある男女共同参画計画を
推進すること。

　県では、男女共同参画を推進するに当たり、地域の特性を考慮した
実効性のある取組をおこなうため、男女共同参画センターにおいて、市
町村と男女共同参画サポーターとの協働事業を、平成25年度は久慈市
で実施し、平成26年度も県内の他の市町村と実施する予定です。
　また、男女共同参画サポーター養成講座においては、平成25年度は
北上市、岩手町、大船渡市の県内３カ所で地域開催（公開講座）を実施
し、それぞれの地域の男女共同参画サポーターが地元での活動を発
表するなど、地域の人材を活用し、地域の特性を考慮した取組を進め
ています。

０３　環境
生活部

青少年・男
女共同参
画課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

男女平等社会の構築について
０２　男女平等社会実現に向けた施策を推進すること。特に、国
の第３次男女共同参画基本計画において「2020年30％」の目標
達成に向けて、実効性のあるポジティブ・アクションを推進する
こと。

　県では、いわて男女共同参画プランに基づき、県の審議会等委員の
男女割合や、県職員管理監督者に占める女性の割合について目標値
を定め、積極的改善措置に取り組んでいるところであり、今後も目標達
成に向けた取組を進めていきます。

０３　環境
生活部

青少年・男
女共同参
画課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

男女平等社会の構築について
０３-1　公的審議会、専門委員会、各種行政委員会などへの女
性の登用を積極的に進め、女性参画が少ない委員会などにつ
いては、その原因の検証を行い改善に努めること。特にも、復
興や防災に女性の視点がかかせないことから、県・市町村復興
委員会、防災会議への女性の積極的登用を進めるための対策
を講じること。

　県では、政策・方針決定過程への女性の参画を進めるため、「いわて
男女共同参画プラン」において、審議会等の男女比について指標を掲
げて取組みを進めています。また、復興委員会や防災会議への女性の
積極的登用についても、市町村担当課長会議等を通じて働きかけてい
きます。

０３　環境
生活部

青少年・男
女共同参
画課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

男女平等社会の構築について
０３-2　公的審議会、専門委員会、各種行政委員会などへの女
性の登用を積極的に進め、女性参画が少ない委員会などにつ
いては、その原因の検証を行い改善に努めること。特にも、復
興や防災に女性の視点がかかせないことから、県・市町村復興
委員会への女性の積極的登用を進めるための対策を講じるこ
と。

  県では、復興後の岩手を見据え、意欲ある若者や女性の力を岩手の
地域活性化や経済の発展につなげていくために、昨年９月１日付で、企
画参与（女性）を設置し、政策会議や復興本部員会議等の政策形成の
場で、青年・女性施策の観点から助言、提言を行うなど、女性・若者の
活躍を推進する体制を強化しております。
　各自治体の復興関連委員会への女性への参画比率については、復
興計画策定後に委員会自体も終了しているところが殆どであり、平成
23年12月以降変動はありません。他方、計画策定後の進捗管理を行う
復興推進委員会を新たに設置している自治体もあることから、定期的
に把握に努め、多様性に配慮した復興の推進について、引き続き自治
体に対し周知を図っていきます。

４０　復興
局

総務企画
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名 回答課名 反映区分
男女平等社会の構築について
０３-3　公的審議会、専門委員会、各種行政委員会などへの女
性の登用を積極的に進め、女性参画が少ない委員会などにつ
いては、その原因の検証を行い改善に努めること。特にも、復
興や防災に女性の視点がかかせないことから、防災会議への
女性の積極的登用を進めるための対策を講じること。

　岩手県防災会議の女性委員については、平成24年度の災害対策基
本法改正に伴い、平成24年11月の委員改選において、「自主防災組織
を構成する者又は学識経験のある者のうちから知事が任命する者」か
ら新しく女性委員を５名を任命したところです。
　引き続き、防災会議への女性の参画を図るとともに、防災会議委員に
多くの女性を任命している他の自治体の例を参考としながら、女性委員
の割合を高める方策を検討していきます。

０８　総務
部

総合防災
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

男女平等社会の構築について
０４　女性職員の採用と職域拡大・能力開発を促進し、管理職
層への積極的登用を進め、すべての職域・職種で男女が均等
に働くことができるよう努めること。

　県では、女性職員の採用と職域拡大・能力開発を促進し、管理職層
への登用を進めるため、岩手労働局と連携し、男女均等な雇用機会・
待遇の確保など雇用環境の整備に努めています。また、平成26年度は
産業団体・経済団体等による連携組織を構築し、女性の管理職層への
登用を含めた女性の活躍支援に取り組んでいきます。

０３　環境
生活部

青少年・男
女共同参
画課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

男女平等社会の構築について
０５　男女平等社会を実現する上で、子どもの頃からの意識の
醸成が重要であり、特に学校教育の果たす役割は大きいことか
ら、性別で分けない名簿の使用など県の取り組みとして具体的
指導を行うこと。

 学校において、男女平等の意識を高める指導を行うことは、教育活動
全体を通じて、男女共同参画の意識を醸成することからも重要とし認識
しています。
　小中学校においては、学習指導要領に基づき、道徳等の学習の中
で、男女平等意識やお互いの立場を思いやることの育成に努めていま
す。
　なお、男女混合名簿の使用については、一律に定めるものではなく、
教育的な効果や用途、利便性などを考慮しながら、各学校が主体的に
判断の上作成して、使用されるべきものと認識しています。

１４　教育
委員会事
務局

学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

その他の県政運営に関して
０１　 県が徴収する税や使用料などの滞納や不能欠損が顕著
なことから、未然の救済措置である減免規定を実態に見合うよ
う見直し、県民の生活困窮への対応を図るとともに、徴収率向
上に万全を期すこと。

　県税については、徴収猶予等の納税緩和措置の適用と早期の滞納
整理に継続して取り組んでいきます。
　また、県税以外の使用料等については、債権管理の徹底に努め、債
権回収の促進や新規発生の抑止に継続して取り組んでいきます。

０８　総務
部

税務課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

その他の県政運営に関して
０２　指定管理者制度を含め事務事業の委託においては、コス
ト削減だけを目的とすることなく、質の高い公共サービスの提供
に十分留意し、利用者のモニタリング制度の導入などを検討す
ること。また、委託料の運営経費が逼迫していることから、適正
な交付基準となるよう見直すこと。

　指定管理者制度導入施設の管理運営については、よりよい公共サー
ビスを提供するため、日時報告や定期的な施設巡回等により、指定管
理業務の履行確認を行うとともに、原則として毎年度終了後、管理運営
状況の評価を行っています。
　この評価は利用者の満足度調査等の実施結果を踏まえた指定管理
者による自己評価のほか、指定管理者からの事業完了の報告を求め、
完了確認を行っており、評価結果については公表を実施しています。

０８　総務
部

管財課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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